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本年9月 6 日道新夕刊によると、 弁護士

法と行政書士法違反の疑いで書類送致した

のは弁護士や行政書士の資格もないのに、
｢代理としてサラ金会社と交渉して負債額

を減らしてやる｣ として4万円を受け取り、
他にも 7万 l,500 円を受け取る約束をして
いた疑い。 と報道されたので道民一般に行

政書士であればこうした行為が許されると

いう誤解が生じます。 そこで本会では、 早

速、 道新本社を訪問していずれ判決が出て

報道する際には弁護士法違反と行政書士法
違反を明確にして道民の誤解を解いてほし

いと申し入れ、 道新側も了解し、 これから

も気の付いた点は教えてほしいと極めて謙

虚でした。

その後、 地元紙の北都新聞によると非弁

活動のほか、 負債を計算する際などに行政

書士の名称を使っていたので、名寄署では

西沢を弁護士法72条、 行政書士法19条 2項

違反容疑で書類送致したと報道されたため、
当方では書類送致の理由が判明しました。
この西沢清輝は元行政書士で本会の会員

でもあったのですが、 昭和54年退会、 昨年

9月末日までは行政書士の登録はそのまま

であったので行政書士の名称は使用できた

わけです。 (もちろん、 非入会者ですから

行政書士業務を行うと法19条 1項違反にな

る。 ) しかし、 昨年の法改正で非入会登録

者は全国一斉に登録抹消が行われ、 本会で

は本人にその旨通知したが、 法改正の内容

は当時、
-道の広報“ほっかいどう 喝碑渇載

され各戸に配布されています。

したがって、 現在においては登録即入会

制になっているので会員でない行政書士は

なく、 行政書士でない会員はないので、 本

会の会員名簿に載っていない者が行政書士

の名称を用いると法19条 2項 (行政書士で
ない者は、 行政書士又はこれと紛らわしい
名称を用いてはならない) 違反になるので、
お気付きのときは注意をするか、 本会へ通

報してください。
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◎ 行政書士マークの使用に
な ん

“

従来、 行政書士のマークは、 行政書士バッジの図案をもとにデザインした

ものを統一的に使用してきましたが、 このたび、 特許庁に登録してある『登

録商標』をもとに新しいマークを策定しましたので、 お知らせします。

ついては、今後、印刷物等には新しいマークを使用されるようお願いします。

会員でない行政書士はいない"

- 非弁活動と行政書士の名称使用で送検 -
監 察 部
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車庫証明業務の取扱いについて

一一一 雪 解 け を 迎 え た
車 庫 証 明 問 題一一一

車庫証明対策特別委員会
委 員 長 日向寺 正 幸

車庫証明制度は、昭和39年 5月札幌市に

昭和48年 5月函館、 小樽、 室蘭、 帯広、 釧

路の 5市に、 同年12月各町及び釧路村に適

用され、 当時本会では、 車庫証明業務の推

進を図った経過があります。
最近における車庫証明問題については、

昭和52年の合意確認を契機として大きくク

ローズ ･アップされ、 今は亡き木川政蔵先

生 (当時の業務研修部長) が、 中心になっ

て鋭意受入態勢の整備ととりくみ、 正に東

奔西走して自販連との折衝を反復したが本

道に限らず、 全国的にも車庫証明を行政書

士に渡すという成果をあげることができな

いまま今日まで推移してきたものです。

しかしながら、 長期にわたり合意確認が

進展をみないため警察庁、 自治省、運輸省、

通産省から自販連本部に対して法律違反行

為の禁止を含めて、 合意確認に基づく協議

を日行運と行うようにと強力な勧奨があっ

て、 本舂来車庫証明問題は両会の間におい

て再び話し合いが持たられるようになった

ものですが、 この話し合いは旧来からの一

方通行ではなく、 あくまでも行政書士への

業務移譲を前提として双方が協議を繰り返

し、 その中ではあくまでも共存共栄を理念

として車庫証明を進めることを確認し合い、

自販連側としては正確に、 早く、 かつ安価

であることを希望しています。 こうした協

議の結果をふまえて、 去る 9月26日両連合

会長はこれからの取扱い方針とでもいうべ

き内容について調印されたものが、 別記の

とおりです。

これについて、 昭和52年の合意確認の当

時と異なる主な点は次のとおりです。

すなわち、 52年の合意確認では ｢ユーザ

ーが作成しない場合には、 セールスマン等

がユーザー自身が行政書士に直接依頼する

ようにすすめる。 ｣ ということで、 報酬額

も 5,000 円ときめていましたが、 今回は、

セールスマン等が車庫証明申請書をユーザ

ー自身が作成するようにすすめるが、 ユー

ザーが作成しない場合には、 セールスマン

等が行政書士に申請書の作成を依頼をする。

さらに、 自動車販売会社は、 行政書士に車

庫証明申請書の作成を依頼するときには、

申請書の作成に必要な書類等を提供すると

いう項目が新たに加えられています。 しか

し、 報酬額について金額を明示していない

のは、 全国的には5,000より高いものや安い

ものがあって、 基準として一定額を決めた

ところで実益のない実態にあると考え、 現

地の協議に一任するという態度をとったも

のです。

多年とりくんできました車庫証明問題は、

これから寒い冬に向うというこの頃になっ

て、 ようやく雪解けを迎えたということが

できると思います。

車庫証明対策特別委員会は、新しい事態

に対処して委員の充実強化を図り、 早急に

委員会を招集して対策を樹立し、 一日も早

く行政書士に業務委譲が実現するよう道内

各自販連等との折衝を展開し、 この歴史的

な変革期に悔いの残らないように全力をつ

くしたいと考えております。

1 . 鰻日本自動車販売協会連合会 (以下自販連という ) と日本

行政書士会連合会きく以下日行連という ) は、 行政書士法の

遵守について周知徹底を図ることを確認すると共に、 昭 和

5 2 年 1 0 月 6 日に交わされた合意確認書を尊重 し、 誠意

をもって車庫証明業務の推進を図るものとする。

( - /＼ 自販連とロ 行連は、 各都道府県における本業務の取扱いに

関し、 別紙 ｢車庫証明業務取扱いに関する基本要綱 ｣ を そ

れぞれの組 織を通じて周知徹底を図るものとする。

3 . 車庫証明業務取扱い開始時期は 1 0 月を目標とする。

4 . 車庫証明業務取扱い上における種々の問題が発生した場合

には、 問題 の性格に応じ中央並びに地方において協議する

こ と と す る .

昭和 5 9 年 9月 2 6 日

鰻日本自動車販売協会連

会 長 勝 又 豊

日本行政書士会連合会

会 長 佐 藤義圓
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車庫証明業務取扱いに関する基本要綱

自販連支部と都道府県行政書士会 (以下県行政書士会とい

う ) は、 5 2 年 1 0月 6 日の自販連と日行連の間において

交わされた合意確認書を尊重し、 合 意確認書の実行につい

て友好樫に推進するものとする。

自販連支部と県行政書士会は、 それぞ れ会員に対し車庫証

明業務に係わる申請書の作成について、 下記事項の周知徹 r 、

底を図り、 適切な指導、 助言を行う ものとする。

l ) セ ー ルス マ ン等 は、 ユ ー ザ ー に 対 し 車 庫 証 明 申 請 書 は

ユ ー ザ ー 自 身 が 記 入 作 成 す る よ う 奨 め る。

2 ) セ ー ル ス マ ン等 は、 ユ ー ザ ー が 車 庫 証 明 申 請 書 を 作 成

しない場合は、 行政書士に作成 を依頼するものとする。

3 ) 上記 1)、 2)項を確実に実行する こ とにより、 行政書士

法違反を防止するものとする。

3 . 自動車販売会社の協力

自動車販売会社は、 車庫証明申請書の作成を行政書士に依

頼するときは、 作成に必要な書類等 を提供するものとする。

4 . 業務の実施方法

1 ) 必要な書類の受渡し方法 2 ) 報酬額 (除法定費用 )

3 )‐報酬の支払方法 4 ) 本業務取扱行政書士名

6 守秘義務

行政書士は本業務の取扱いにより生 じた自動車販売会社の

企業秘密に類するものについて、 充分に配慮し、 他に洩 ら

して は な ら な い も の と す る。

7 . 連絡調整

自販連支部と県行政書士会は、 本業務の取扱いについて 問

題を生 じたときは、 双方が協議し誠意をもって解‘決をはか

る も の と す る。

8 . この基本要綱は各県における協議がまとまり次第発効する

も の と す る。

以 上

に
U

業務の実施に当たって は、 下記のい ずれかの方法を双方協

議の上選択するものとする。

1 ) 個別方式 2 ) 合同方式 3 ) 左記 1)、 2)の併用方式

業務の実施に伴う付帯事項

業務の実施に伴い発生する下記付帯 事 項については、 地域

事情により双方協議の上定めるもの とする。
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ご参 会群 す 高 ¥ 成襄 曰の円 〃 . ･ 日 時 昭和59年 9 月 18日 (火) 10 : 00 ~ 17 : 00

　　　　　 　　　　　　　　　
ユ 版 い ｢ な 、 ザ-車 国 籍 文 湊

北農健保会館3階会議室

｢ 自 て 万 は に 台 - を の 意 で

　　　 　　　　　　　　　　　　
･ 講 師 北海道開発局建設部建設行政課

路政第 1係長 池 田 勝 殿
同 路政第 1係事務官 高 畑 由 洋 殿

北海道開発局札幌開発建設部管理課
特殊車両係長 ･ 山 本 進 殿

同 特殊車両主任 長 谷 勝 美 殿
柁 k t ･研修会の概要

　 　 　　　 　　 　 　
3. 研修内容

(1) 特殊車両通行許可制度について
o 励 対 造 行 1 1 女 1 、 ゞ !

、 路政第 1係 池 田 係長
特に車両制限令の制定と改定及び現行の車両制限令に係る通行制度の内容について
(特殊車両の通行制度)

{2) 特殊車両通行許可申請手続きについての概要

路政第 1係 高 畑 事務官
(3) 特殊車両通行許可申請書の作成要領について (作成実務)

特殊車両係 山 本 係長
(4) 許可の手順と許可限度重量等の計算方法及び許可限度算定要領について (車両の

諸元についての説明書記載要領)

特殊車両係 長 谷 主任

4. 開会のことば 副 会 長 日向寺 正 幸
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=支 部 の う ご き =

会 場 風 景

支 部 研 修 会 開 催 状 況
注 (

支 部 月 日 場 所 研 修 科 目 講 師 撹敷
札 幌 8 / 4 教育文化会館

･公証人と遺言について

･ワードプロセッサーの利用
について

公 証 人 藤原 昇治

キャノン販売 戸沢 耕平
“75)
96

‘' 9 / l2 協栄生命ピル ･建設業許可申請

･建設業法の改正

石狩支庁建設指導課
係 長 高津 騰頼
主 事 神保 誠一

支 部 理 事 佐藤 良雄

(57 9
l42

函 館 7 / 28
駅前拓銀ピル
五 島 軒

･建設業法の一部改正
･雇用保険制度の改正
･告訴、告発

支部所属会員 右田 宏二

副 支 部 長 原 隆優
本 会 理 事 石村 費太

(l46)
30

小 樽 7 / “
小榑市
市 民 会 館

･建設業法の一部改正と申請
手続き

･特殊車両通行許可申請手続
き

後志支庁建設指導課
係 長 池田 幸司

小樽開発建設部
係 長 富田 重幸(他 1名)

(6")

′′ 9 / 22
余市町

ニッカー会議室
･自己破産について 本会副会長 日向寺正幸 嘴

空 知 9 / 8
滝 川
総合福祉センター

･建設業関係法令の一部改正
･新入会員研修

支 部 長 新川 司 (1lo)
31

旭 川 9 / 3 神楽福祉センター
･車庫証明業務

･建設業関係法令の一部改正

旭=中央警察署交通課 -
規制係主任 柿崎 庄司

支部理事 佐藤 隆一
(l認

れ7 9 / 19 れ, ･自己破産申立業務 本会副会長 日向寺正幸 (l83)
17

宗 谷 7 / 13 稚内グランドホテル ･車庫証明業務の実務 副支部 長 金谷貞次郎 (14)
5

!7 7 / 14 道北産経会館 ･建設業関係法令の一部改正 “ 越 雌 (14)
5

ノン 9 / 20
枝幸町

生活改善センター

･報酬額の運用について

･年計報告について
支 部 長 川村 大陸 噂

網 走 7 /28 網走まるせん会館 ･倒産をめぐる法律問題 弁 .護 士 中村 仁 gりU′
3l

室 蘭 7 /勿 室蘭東企業セ汐- ･建設業関係法令の一部改正 支部 理事 畠山 修 噌

苫小牧
8 / l8

'
19 1襲勗高

･司法書士業務と行政書士業
務
･車庫証明業務と自動車登録
業務

･簿記の基本原則と記銀要領

本会副会長 日向寺正幸

本会業務委員 渡辺 明

小樽支部監事 野坂 房市

〔186)･
38

鍋滝
日高 7
苫小牧1〔

釧 路 8 / 2 厚生年金福祉会館‘･建設業関係法令の一部改正
支 部 長 辰尾 征良
釧路支庁建設指導課

係 長 室田 重男
噸"

′′ メソ ‘7 ･車庫証明実務 釧路車庫証明センター
センター長 前田舵久男 篭)

根 室 7 / 21 中標津公民館 ･民 法 (契約) 支 部 長 山田 清一 (19)

メラ 9 / 20
山田行政事務所
会 議 室

･建設業関係法令の一部改正
･貸金業関係法令

本会 理事 角田 良一

本会業務研修部長 佐藤 兆昭
(19)
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開会あいさつ (日向寺副会長)

受講者代表謝辞 (進藤日高支部長)



*緒*******災***轡 *櫟**等 * 馨続憩絲*****
- *

* 雲 貝 の つ じ き な
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 議 *

事 務 局 だ よ り

~ 入 会 ~ ~ 退 会 ~

支部名 衾尋 氏 名 提月會 事由

札 幌
(中央区)

4 13 山人 利通 59.8.16 死亡

( “ )
2,862 氏家 幸雄 59.9江4 廃業

( " ) 2,907 野呂 昭二 59.9.17 れ7

(白石区) 2,359 和田錦二郎 59.7.31 “

( " ) 2,袋幻 早坂 利雄 59.8.27 死亡

(豊平区) 876 山田正三郎 59.9. 1 廃業

(西 区)
2,331 新田 詩馬 59.9. 13 れ7

( “ )
2,837 石倉 玲子 59.9.l4 れゾ

( " )
2,884 佐々木芳男 59.7.23 ′′

( " )
3,0l2 豊岡 正孝 59.8 .23 メア

函 館 28 小仲 康雄 59.8. 8 死亡

れフ 1,951 石水太一郎 59.7.23 廃業

空 知 365 鈴木 力雄 59.7.20 死亡

網 走 上知 尾形保之助 59.4. 3 廃業

れ7 2よ37 片岡 昭一 59.7.20 んソ

メフ 2,453 佐藤 利夫 59.8 .20 Zゾ

れ7 2,853 渡邊 寛治 59.9,11 ノン

十 勝 2,823 額 平四郎 59,8. 3 ノン

釧 路 2,106 本間由紀子 59.8. 8 ′′

根 室 2,637 吉井 宜則 59.8. 3 ′ア

支部名 銅 氏 名 盆月貪 登録資格

札 幌
Gヒ 区) 3,125 菅原 堅次 59.9.3 法2条6号

(西 区) 3,l19 橋本 廣 59.8.7 法2条5号

( " ) 3,124 橋本 稔 59.9.3 法2条5号

(その他) 3,117 西村 章 59.8.7 法2条6号

函 館 3,122 高橋 利雄 59.8.7 法2条6号

小 榑 3詰27 西尾 博 69.9.3 法2条5号

旭 川 3,]26 千田 昭一 59.9.3 法2条 l号

網 走 3,120 西村 武文 59.8.7 法2条6号

苫小牧 3 ,118 溝口 滝治 69.8.7 法2条6号

十 勝 3.121 中野 恵 59.8.7 法2条6号

釧 路 3,123 兒玉 旦央 59.9.3 法2条1号

根 室 3,128 石井 初義 59.9.3 法2条l号

月 日 行 事 名 時 間 開 催 場 所

7 / 3 車庫証明問題自販連函館支部折衝 m : 00 ~ 17 :00 自販連函館支部

7 / 7 昭和59年度日胆地区対話集会 13 : 00 ~ 17 : 00 苫小牧市民会館

7 / 9 車庫証明対策打合せ 14 :00 ~ 15 : lo 本会会議室

7 / 1l 登録資格審査委員会 16 :00 ~ 17 : 00 ノン

7 / l6 綱紀問題打合 11 : 00 ~ 13 : 00 メゾ

7 / 17 手稲自動車免許センター問題告発事務打合せ lo :00 ~ 11 :00 "

7 / 19 車庫証明問題自販連室蘭支部折衝 14 : 00 ~ 16 :40 自販連室蘭支部

7 / 19 支部指導者 (建設業法改正)研修会 13 :00 ~ l7 :00 北豊健保会館

7 / 21 第 5回常任理事会 10 : 00 ~ 15 : 00 ホテルセンターノぐ- ク

7 / 24 第 1回綱紀委員会 13 : 15 ~ 15 : 15 "

7 / 31 第2回綱紀委員会 , l3 : 30 ~ l7 :00 れツ

8 / 7 登録資格審査委員会 16 : 00 ~ 17 :00 本会会議室

8 / 8 -第 6回常任理事会 9 : 00 ~ lo :00 自治会館

8 / 8 第 2回理事会 10 : 00 ~ 14 :0O ノン

8 / 8 役員 ･支部長合同会議 l4 : 00 ~ 18 : l5 メソ

8 / 9 第2回支部長会 lo : 00 ~ 15 : 0O たり
･

8 / 17 車庫証明問題自販連札幌支部折衝 11 : 00 ~ 12 : 00 自販連札幌支部

9 / 3 登録資格審査委員会 16 :00 ~ 17 : 00 本会会議室

9 / 18 特殊車両通行許可申請に係る全道研修会 lo : 00 ~ 17 : 00 北農健保会館

9 / 21 正副会長会議 14 : 00 ~ 17 :00 ホテルセンター!ぐーク

- 11
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と き 昭和59年 5 月27日 (日) 10:00 ~ 17:00

ところ 札幌市中央区北 4条西 6丁目南向

北 海 道 自 治 会 館

会 長 あ い さ つ

北海道知事横路孝弘殿
北海道知事メッセーン

本日、 第25回北海道行政書士会の定時総会が開催されるに当たり一言ごあいさつを申し上げます。

皆様方におかれましては、 日頃から道行政の円滑な推進に多大の御協力をいただいておりますこ

とに対し、この機会をおかりしまして厚くお礼を申し上げます。

頼みますと、北海道行政書士会は、 昭和35年 9月に設立されて以来、 24年の歳月を経て、 現在で

は、 会員数 1,500名余りを擁し、 全国の行政書士会の中でも有数の規模を誇るまでに成長するとと

もに、 常に指導的な役割を果たしていることは、 自他ともに認めるところであります。 この間の、

先輩諸氏を始めとする皆様方の御労苦に対し深く敬意の念を表するとともに、 今後の一層の御発展

を祈念するものであります。

御承知のとおり、 今日住民と行政とのかかわりが一層、 広範なものとなり、 あわせて官公署に提

出する書類も複雑多岐にわたり書類作成に当たり高度の知識が要求されるものが多くなっておりま
　　　 　　

ず。 .
道民の生活上の権利や利益の保護だけでなく、行政の効率的な運営の確保は、もとより、私ども行政の

任にあたるものとして、 十分、 心して対処していかなければならない課題であります。

こうした状況において、 行政と住民とのかけ橋として行政書士の皆様が担われている役割は非常

に大きなものがありますことは勿論のこと、行政書士の皆様方で組織する本会の役割もまた、時代

の推移と共に益々その重要性を増しております。

御承知のとおり昨年12月10日に公布された ｢行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律｣ にお

いて行政書士法の一部が改正され、 行政書士の登録に関し都道府県知事が必要な事項を定める事務

を廃止し、行政書士会の会則で定めることとされました。 本改正は、 本年10月 1日から施行される

予定となっており、ただいま道においては、 行政書士法施行細則の改正に取り組んでおります。

本日の総会では、 これにかかわる会則の一部変更が議題になると聞いておりますが、 十分な御審

議を尽くされ、 今後の北海道行政書士会の新たな発展の礎となりますよう御祈念申し上げます。

最後に、 本総会が実り多き成果を納められるとともに北海道行政書士会の益々の御発展と会員皆

様の一層の御健康を心から祈念いたしましてあいさつと致します。

第25回定時総会の開会にあたり･ 一言ごあいさつ申し上げますo ;賤謙讓蜜
ご来賓の皆さまには･ 本日は日曜日のところ･ しかも、 札幌ではラィラツ でき増野鰹

,トコ

ク祭りということで何かとご予定もおありではなかったかと存じますが、ま へ そ ~ '詳し

げてご出席を賜わりましたこと並びに常日頃、いろいろとご指導、ご鞭撻を
、 きJ囮亀 〆

いただいておりますことに対して厚くお礼を申し上げる次第でございます。
会長 葛西義雄

また、 会員の皆さまには全道各地からご出席をいただきまして、 本総会が盛大に開催できますこ

とについて心から感謝している次第でございます。

さて、 昭和58年度においては、行政書士法の一部改正によって行政書士となる資格の引上げ、 試

験制度の改善等が行われ、 行政書士の社会的地位が高められましたことは、 ご同慶に耐えないとこ

ろでございます。 幸い、 58年度の事業については、 役員各位のご努力と支部長各位を初め会員皆さ

まの絶大など協力によりまして、おおむね計画通り執行することができましたことにつきましても

お礼を申し上げる次第でございます。

昭和59年度の事業計画並びに予算案につきましては、 後ほどご審議をいただくわけでございます

が、経常的な経費は極力切りつめをして事業費に振りむけ、 業務の研修に励み、 私どもの資質の向上

によって道民の要望に十分対応できる行政書士の育成を期したいものと、こうした考え方のもとに

計画を練り、 予算の編成を致したつもりでございます。

なお、 車庫証明の問題については、 最近ようやく雪解けの感が見えてまいりましたので、 後ほど

詳しくご説明申し上げたいと考えております。
最後に、 日本行政書士会館の建設資金につきましては、 皆さまのど協力により、 本会に割り当て

られた目標額を達成することができ、 6月に上棟式、 9月に完成の運びになっておりますことをご

報告申し上げ、この建設資金の調達にご協力をいただきました皆さまには心から感謝をし、厚くお

礼を申し上げる次第でございます。
本総会が皆さまのご協力によりましてスムーズに終りますようお願い申し上げ、 ごあいさつを終

ります。 ありがとうございました。

　　　 　^
′

　
　
　　 　

　
　 　　

開 会 の あ い さ つ

第 25 回

定 時 総 会
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2 官公署との連係協調物故者への黙とう
全員起立して黙とうを捧げご冥福をお祈りしました。

業務の円滑な推進を図るため、 道の行政書士制度主管課、道の農地制度主管課及び道の建設業

法主管課と会合を持ち、関係課との連係協調を深めるよう努力した。昭和 58年度死亡会員

札幌支部 山 本 正 一 様 網走支部 島 博 様

荒 谷 松四郎 様 石 井 市 郎 様

永 井 費 様 " 中 野 害 勝 様

“ 林 畳 等 様 室蘭支部 橋 本 政 種 様

函館支部 島 津 光 儀 様 十勝支部 極 波 弥一郎 様

“ 息 才 源 七 様 " 土 屋 博 捜

空知支部 石 田 富 信 様 根室支部 志 田 秀 雄 様

旭川支所 野 地 翼 様

3 法改正に伴う事務処理の整備

昭和58年法律第 2号による行政書士法の一部を改正する法律の公布施行に伴い、 会則の改正、

行政書士資格区分の変更、 未入会者の登録抹消事務等が発生したので、 行政書士名簿の整備及び

同抹消名簿の整備保存を図り、法改正に伴う諸般の事務処理に適正を期した。

l経理部所管事項 l
議 長 選 出

次のとおり選出した。 健 全 財 政 の 確 保

議 長 新 川 司 (支部長会議長、 空知支部長)
(1) 登録即入会制への移行に伴い、 入会者の減少を見込まれたが、

副議長 後 平 邦 彰 (支部長会副議長、札幌支部長)
たため、 入会金、 登録手数料及び会費が増収する結果となった。

(1) 登録即入会制への移行に伴い、 入会者の減少を見込まれたが、予想に反して入会者が激増し

議事録署名人の選出 (21 一方、 支出面では 5パーセントを目標に節減につとめてきたので、 収入面での増加とあいま

って財政調整積立金のとりくずいこよる操人 (490万円) は、 その必要がなく決算することが

できた。

圏 滞納会費の回収に努力したが、行方不明者の所在をつかむことができず、 滞納繰越分として

予算に計上した額よりも若干不足する結果に終わった。

次のとおり選出した。

札幌支部 中 川 宏 煕

小樽支部 大 淵 博 之

議 案 審 議

第 1号議案 昭和58年度事業報告について なお、 現年度会費を 6ヵ月分以上滞納し、 会則第69条の規定“こより･ 知事 附 して業務の禁

止処分を求めるものは発生しなかった。

昭和58年度事業について、 次のとおり報告し承認されました。
(4) 会費滞納者について調査等の協力を求めた支部に対しては、 協力費を交付した。

1総務部所管事項 I
I企画部所管事項 l

l 対話集会の開催

対話集会を次のとおり開催し、 支部会員と本会役員との対話をとおして相互の理解を深めた。
1 法令の研究、 業務の改善等の企画立案

開催支部 開 催 日 時 場 ‐ 所 出 席 者 支部出席率

小構支部
58年 6月25日

13:20 ~ 16 :00

北海道新聞社小樽支局

3 F 会議室

支部し残名

本会 5 名
32 8 %

= 業務に関する法令等の改正を会員に周知を図った。

･戸籍手数料の改正………………'………………･…………… '･……会報 5月号掲載

･木造建築士制度と行政書士の業務範囲……………………………会報 7月号掲載

. 自賠責保険の支払基準の改正…………………‐‐‐…,.…,.･……‘…
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･北海道道路管理規則の改正………･･……………‘……･･……………会報11月号掲載

･マンション法の改正 ･中高層共同住宅標準管理規約の紹介……会報 3月号掲載

･行革法案の成立に伴う改正法律のあらまし……･………‘……･……会報 3月号掲載

{2) 行政書士業務の専門化と制度化の研究を行った。

行政書士業務は広範多岐にわたるので、行政書士にとっても、依頼者にとっても、 業務の系

統別に専門化を図ることが望ましいと考えて研究を行ったが成案を得るに至らなかった。

2 会 報 の 発 行

(1) 会報を隔月に発行し、業務資料を主体に掲載した。

{圀 各支部及び本会各部ごとに会報協力員を委嘱し、 会報の充実につとめた。

3 報 酬 額 の 検 討

公園の閲覧複写、 公簿閲覧及び旅費日当に検討を加えて規程別表を改正し、m 報酬改訂に伴い、

全会員に通知した。

また、 貸金業者登録申請書の報酬額を(2) 報酬改訂により ｢報酬額の運用要領｣ の改訂を行い

追録として作成し、 それぞれ全会員に配布した。

4 業務の啓発普及宣伝

(1) 北海道新聞に広告を掲載した。

昭和58年 9月23日

昭和58年 9月28日

旭川版、釧路版に掲載

本社版、 函館版に掲載

ウ 行政事務手続無料相談用ポスターを作成し、 実施支部に配布した。

5 行政事務手続無料相談の促進

行政書士業務の周知を図るため、 支部を核とした地域住民との相談事業の実施を促進し、開催

支部に対しては助成金を交付した。

田 助成金交付状況

支 部 名 区 分 実施回数 助成金交付額

札 幌

函 館

小 櫃

空 知

宗 谷

室 蘭

十 勝

釧 路

随 時

通 年

随 時

3 回

49

3

1

3

1

3

3

80,000
円

120,000

80,00O

50,000

80,000

50,00O

80,000

80,000

計 66 620,000

昭和58年 11月 20日 室蘭支部の相談風景

陵) ミニカ レンダーを作成、 あっせんした。

申 込 者 数

あっせん枚数

圏 ポスター、 チラシの作成

65名 (前年度

15,100 枚 ( ′′

43名)

7.700 枚 )

ア ポスターを作成して全会員に配布したほか、 監察キャンペーン活動に利用した。

イ チラシを増刷りし、 監察キャンペーン活動に利用した。

- 16 - - l7 -



鰯 実 施 状 況

区分 議 名 称 日 時 場 所 周 知 方 法 相談員数 相 談 件 数

随時 札 幌

行 政 手 続

無 料 相 談

･ 58,10.22 (土)
12 :00 ~ 16 ;00

･ニチイ藻岩店

財界さっぽろ10
月号

チラシ

支部長以下

4名

左官工事業の建設業許可
申請
借入に対する債務保証

2件

同

･ 粥,l1,19 (ゴリ
12 :00 ~ 16 :節

･ニチイ手稲店

チラシ 同 上

4名

求人の方法

1件

同
･ 59. 3.30 (金)

12;00 ( 16 : m

･ニチイ江別店

チラシ 業研部長以
下

3名

不動産譲渡による税金、
相続手続

2件

通年 函 館

くらしの
法律手続

(開設者函館市)

･毎週金曜13 :00
から

･函館市役所市民
相談室

道新、 市政だよ
り

延 50名

相続、 離婚、サラ金、

契約など

61件

随時 小 簿

くらしの行政

無 料 相 談

･ 58. 7.20 (7k )
10 :の ~ 15 :00

･市役所市民相談
室

ポスター

回 覧 板

看 板

支部長以下

6名

相続、遺言状作成と効果、

土地境界紛争等

8件

同

･ 58.lo.i2 (水)
10 :00 ~ 15 ;00

･市役所市民相談
室

同

理事以下

3名

建設業許可、訪問販売営

業資金等

7件

同

･ 野. 2,16 (水)
10 :00 ~ 15 ;節

‐妻役所市民相談
同

同 上

3名

店舗設置資金、相続、慰

謝料、借家空渡し請求等

6件

同 空 知
行 政‘書 士

無 料 相 -談

･6 8. 7 .17 (日)

8:30^)17 ;00

･砂川市役所
ロビ.‐

チ ラ シ

ポスター

立 看 板

支部長以下

8名

相 続 2 、

サ ラ 金 6

離 婚 3 ･ 1鉾
土地紛争 1

民 事 4

区分 議 名 称 日 時 場 所 周‐知 方 法 相談員数 相 談 件 数

随時 宗 谷
行 政 書 士

無 ･科 相 談

･ 聡. 9.2O (リり
13 :卸 ~ 16 :30

･枝幸生活改善セ
ンター

新 聞
ポスター
看 板

支部長以下

3名
事象!}7件

･ 58. 9.21 (水)
lは00 ~ =& の

･浜頓別町商工会
同

支部長以下

2名
年 金関係‐ 4件

･ 関.ぬ 露 (水)
" 13 (木)

13 :⑭ ~ 16 :卸
･稚内信用金庫ロ
ビ‐

同

支部長以下

2名扇中
同 室 蘭

行政事務手続

無 料 相 談

･ 58.11.幻 (日)
I0 :00 ~ 15 :00

･室 蘭ファミリー
デパート桐屋

新 聞
テレビ
チラ シ
室蘭市広報

支部長以下

l3名

税金、 養子縁組、 離婚、
債務請求、建築、宅造等

範件

同 十 勝

第 5 回

行 政 事 務 手

続 無 料 相 談

･ 58. 9,l4 (水)
10 :00 ~ 16 :00

･更別村役場村民
ホーノレ

新聞広告

チ ラ シ

支部長以下

lo名

運 輸 2
、

建 設 2

自賠責保険 4
･ 幻 件

労 務 6

民 事 4

そ の 他 9
J

･ 58. 9.l4 (水)
10 :00 ~ 16 :00

･陸別町教育委員
会ロ ビー

同

･ 58. 9.15 (木)
10 :00 ~ 16 :00

･ ニチイ 帯広ショッ
ピングデパート

同

同 釧 路

行 政 書 士

一 日

サー ビス デ ー

･ 58.10. 1 (ゴリ
10 ;00 ~ 16 :の

･弟子屈町社会老
人福祉センター

チ ラ シ

新 聞
弟子屈町広報

支部長以下

5 名

金銭貸借 1、
土 地貸借 1
土地売買契約 5 ･ 13 件
相 続贈与 2
そ の 他 4

･ 58.10, 1 (土)
lo :00 ~ 16 : m

･阿寒町民
センター

チ ラ シ
新 聞
阿寒町広報

副支部長以
下

5名

相 続 贈 与 l
不動産権利関係2
営 業 権 1 lり胱
組 合 設 立 1 ｣“げ

親 族 紛 争l
そ の 他6

･ 58,11. l (火)
lo :00 ~ l6 :00

･釧路市役所 1 F
ロ ピ‐

新聞広告

電光ニュース

支部長以下

6名

建 物賃貸 2 ･
保 証債務 3
土 地売買 1
金 銭貸借 1 ･ L6件

相 続贈与 2
そ の 他 7
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②‐既刊資料を増刷したもの

l業務研修部所管事項 l

専門部会の充実強化

専門部会は、 次の構成員により業務の改善と業務資料の作成につとめた。

区 分 部 会 長 担 当 役 員 又 は 委 員

運輸交通部会 角 田 理 事

(一般業務) (車庫証明)

長谷川卓蔵委員 渡辺 明委員

鎌田 節子委員 佐々木四郎委員

葛西 彰委員 大渕 博之委員

倉 盛委員

建 設 労 務

経 理 部 会
原 理 事

中 尾 理 事 中川 宏既委員

本間 秋光委員 石田鉄次郎委員

安藤 寿建委員

民 事‐農地風俗

衛 生 部 会
平 賀 理 事

能 勢 理 事 小田桐 正委員

亘理 敏夫委員

石村 賢大委員

2 業務資料の作成

畑 新規に作成配布したもの

ア 公益法人の設立手続 く主として宗教法人) ………………… 9月22日配布

会報別冊として発行

イ 運 輸

･車庫証明と自動車の登録

･相 続 法

{初 会報に登載したもの

(希望会員配布用として増刷)

(新人会員配布用として増刷)

･建設業許可申請収入証紙の消印方法……………会報第 137号掲載 (昭和68年 7月30日発行)

･貸金業が登録制に…………………………………･会報第 138 号掲載 (昭和58年 9 月 25日発行)

･通年雇用奨励金

･冬期雇用安定奨励金

･冬期職業講習助成給付金
}‐ ･…………会報第 139号掲載 (昭和58年員月25日発行)

･行政書士が行う労務関係の業務について………会報第 139号掲載 (昭和58年11月25日発行)

･業務誘致の方法について………･…‘………･……会報第 l39 号掲載 (昭和58年 u 月25日発行)

･貸金業者登録申請様式第 6 面の用語の説明……会報第 l39号掲載 (昭和58年11月25日発行)

･収入証紙の消印 (貸金業者登録申請関係) ……会報第 l39号掲載 (昭和58年11月25日発行)

･自己破産申立手続き ･会報第 140号掲載 (昭和59年 l月 1日発行)

･建設業許可申請事務等簡素化へ…………………･会報第 l40号掲載 (昭和59年 1月 1日発行)

･経営事項審査項目及び基準改正点………………会報第 140号掲載 (昭和59年 1月 l日発行)

･建築士事務所の登録期間 3年から 5年に延長…会報第 141号掲載 (昭和59年 3月25日発行)

ウ 貸金業登録業務……………"……‐………‐…"“…………

3 支部研修会の推進
ェ 貸金業の規制等に関する法令規則集“…

支部研修会を次のとおり開催し、 開催支部に助成金を交付した。
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開催年月日 開催支部 研 修 科 目

58. 7,22

10.20

lo.31

12. 10

59. 2.25

札 幌 自動車登録手続業務

民 法

貸金業の登録手続

建設業許可申請 ･決算報告書 ･指名願

1. 図面の書き方 . a 食品衛生

58, 6. l8

6.20

7.23

ll.29

12. 9

69, 3. 3

函 館 民 法 (相 続)

法律手続相談

民 法 (相 続)

新人会員 ･農地法 (伝達)

貸金業法 ･登録手続

行政書士の確定申告 ･冬期雇用安定奨励金

58. 6.25

7. l7 ~ 18

8.24

9. l3

59. 2,19

小 櫃 相 続 法 (遺 言)

記帳実務

建設業許可申請及び決算報告

法人設立 ･商法改正

貸金業登録

58. 7.30

10. 2

12. 10

59. 2.26

空 知 一般自動車運送軽免許申請全般

会計記帳 ･決算事務

株式 ･有限会社設立

自己破産申立手続き

68. 7. 5

7. 15

8.20

59. 2. l2

旭 川 風俗営業業務

車庫証明 ･食品衛生関係業務 ･衛生関係業務

建設業決算報告書

農地法関係取扱業務 ･貸金業登録申請取扱業務

58. 6. l2

7･ 17

9. 17

10.30

59. 3.3l

留 萌 相続法 ･商法改正

国民年金制度

株式会社設立実務

貸金業の規制に関する法律の施行と登録申請手続き

報酬額の運用要領の運用

58. 7,27

8.26

10. 18

宗 谷 労務災害給付

車 庫 証 明

自賠責保険の適用概要と要点

開催年月日 開催支 部 研 修 , 科 目

58.11.22 宗 谷 農地法等に関する業務

58, 8,20 ~ 21

9.24 ~ 25

10.22 ~ 23

11･ 1

12. 3 ~ 4

網 走 経理実務 (簿記概論)

経理実務 (勘定科目 ･仕訳 ･会計実務)

民法 ･経理実務

貸金業登録申請手続き

農地 ･経理実務

58, 7. 16

10. 22

11. 12

59, 1,24

2.28

室 蘭 相続法 ･商法改正
新しい貸金業について
建設業の決算報告書の書き方 ･手続き事務
農地法伝達研修
食品衛生業務

58. 9,30

= . 4

l2. 5

59. 1.26

苫 小 牧 軽車両等運送事業経営 ･貸金業規制法の概要及び

事務取扱い

貸金業者登録申請書作成事務処理

建設業関係業務

相続 ･贈与 ･公証制度

5 9. 2,19

2.26

3. 3

日 高 貸金業登録制度

農 地 法

車庫証明業務

58.10. 1

.
lo, 8

10.16

lo.2 1

lo.29

11 5

11.l2

十 勝 相 続 法

改正商法の要点

行政書士のワードプロセッサーの応用

農地転用許可基準

民事諸契約

新時代の行政書士

行政書士の法知識

58. 4.26

5. =

7,23

9.26

11.14

59, 3.15

釧 路 商法改正に伴う決算報告書の改正

相続手続き業務

定款及び公正証書の作成

ワードプロセッサーの知識と利用実務

貸金業者登録申請等の作成

農業生産法人

一 22一 一 23 -



新入会員研修用資料の作成

新入会員研修用資料を作成し新人会員に配布するとともに、 各支部こ配布した。

･ 日 時 昭和58年11月26日 13:00 ~ 17:00

･場 所 自 治 会 館

･出 席 者 本会監察担当役員及び支部監察担当者

5 特別研修会等の開催

鱒 建設業会計実務研修会

･講 師

阿座上 洋古 氏

･開 催状 況

58. 7 8 帯 広 市 民 会 館 受講者 29名

58. 7橙 札幌市教育文化会館 受講者 56名

3 関係官公署、 他士案並びに諸団体への啓発活動

囮 他士業の業務侵食防止のため必要な申入れを行い、民主商工会とは、 行政書士制度の理解を

得るため会合をもった。

(幻 監案強調月間中、 各支部においては関係官公署、 諸団体を訪問し、 行政書士制度の理解と非

行政書士行為の発見又は防止を図るための活動を展開した。

4 違反事案の処理等

{1) 本会において対応したもの

(2) 支部業務指導者研修会

･研 修科 目

農業生産法人 ･農地転用 ･農業振興地域制度

･講 師

道農務部農地調整課担当係長

･開 催 状 況

58.10.2 1 北 農 健 保 会 館 出席者 15名

ア ○○商工事務センター協同組合の新聞広告

｢役所の届出書類おまかせ下さい。｣ の新聞広告 ･監督行政庁に説明して注意を要請 ･監

督行政庁から注意

イ 0 0 事務代行社の新聞広告

｢官庁提出書類の作成｣ を新聞広告 ･即時電話で警告の上文書により注意 ･関係支部に動

向注意を依頼

ウ 元会員某の行政書士名刺の使用

り 法改正により登録抹消 .会員以外の行政書士は存在しなし･ ･行政書士の名称使用は法l9条

l監察部所管事項 i

職域の確保と非行政書士行為の排除

1 監察強調月間の設定及び実施

監察強調月間は、 9月から10月までに実施を予定したが、実施時期が遅れた支部もあり12月 7

日全支部の監察キャンペーン活動を終了した。 この実施状況は別表のとおり。

2 全道監察担当者会議の開催

監察強調月間終了後の実施結果をふまえ、全道監察担当者会議を開催し、 実施結果の発表、 意

見交換等を行った。

2項違反の注意文書を送達

工 他士業者の看板の是正

他士業者業務案内看板の ｢建設業許可｣ の表示を文書で注意し抹消させ、今後、 行政書士

業務を依頼されても応じないように警告した。

(2) 支部において対応したもの

函館支部 ･商工会の建設業許可及び農地手続きに関し、 法違反のないよう口頭注意

･砂利採集組合の許可申請書作成行為に関し、 法違反のないよう口頭注意

苫小牧支部 ･非会員の貨物自動車重量制限手続行為に関し、法違反のないよう口頭注意
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(別 表)

関係官公署、 諸団体への啓発と折衝の支部活動状況

支 部 名 訪問年月日 訪 問 先 訪 問 者

札 幌
58. 9,加 石狩支庁、北海道土木部、札幌市役所市民局

鳥井本会理事、中川

事

9.第 豊平区役所 細貝副支部長、中川

事

10. 6 西区役所、同農業委員会

白石区役所、同農業委員会、白石保健所、広島町役

場、江別市役所、江別保健所

阿部、安藤副支部長、

中川理事

鳥井本会理事、五十嵐

副支部長

10･ 7 石狩町役場、当別町役場、 鳥井本会理事、中川理

事

10.14 恵庭市役所、恵庭農業委員会、千歳市役所、千歳農

業委員会、千歳保健所

中川理事、千頭理事

lo.26 南区役所、同農業委員会 後平支部長、佐々 副支

部長

10.31 北区役所、同農業委員会、東区役所、同農業委員会 本間理事、久保田理事

11･ 7 南 ･中央 ･西 ･北各警察署 後平支部長、倉理事

11 8 東 ･白石 ･豊平各警察署

函 館 58. 9.27 北檜山町 ･繊細町 ･今金町各役場 原副支部長、長谷川 ･

鈴橘事
9.芻 長万部町 ･八雲町 ･砂原町 ･鹿部村各役場、 八雲町 ･

砂原町農業委員会、八雲商工会、八雲砂利採集組合

安保支部長、高谷副支

部長、石村本会理事、

菅原理事

小 櫃 邸.10.17 島牧村 ･寿都町 ･神恵内村 ･泊村 ･岩内町 ･共和町 ･

倶知安町各役場、島牧村 ･岩内町 ･共和村各商工会、
て後志支庁

松本支部長、北川本会

理事、 橋本理事、 山岡

事務局長

lo.19 余市町 ･仁木町 ･赤井川村各役場、小樽市役所、小

樽商工会議所、月檀商工会議所事務組合、小樽市漁

業協同組合、北海道庶民金融業協会′i填支部、小梼

公証人役場、小櫃地区左官組合、小搏建築技能組合

松本支部長、北川本会

理事、橋本理事

空 知 艶,10,13 岩見沢市役所、岩見沢市農業委員会、岩見沢警察署、

空知支庁、岩見沢保健所、岩見沢商工会議所、三笠

市農業委員会、三笠警察署、三笠商工会議所

新川支部長、雨池副支

部長、高野監察委員

支 部 名 訪問年月日 訪 問 先 訪 問 者

空 知 58.lo.12 美唄市役所、美唄警察署、美唄商工会議所、 奈井江

町役場、 砂川市役所、 砂川警察署、 滝範=市役所、 滝

川警察署、道自販連弼=支部

新川支部長、大谷副支

部長、 豊島 ･大栗 ･計

良支部監察委員
10.13 深川市農業委員会、 深川 ･沼田警察署、妹背牛町 ･

北竜町各役場

大谷副支部長、須田支

部監察員

10. 15 月形町役場 大谷副支部長
10 ･l7 芦別市役所、芦別警察署、芦別保健所、赤歌警察署、

芦別市農業委員会

大谷副支部長、幅田支

部監察委員
10.18 栗山町役場、同農業委員会、栗沢町役場、同農業委

員会、 栗山警察署、 由仁町役場、同農業委員会、 長

沼町役場、同農業委員会

新川支部長、松永支部

監察委員、

10.24 夕張市役所、同農業委員会 新川支部長
旭 川 58.lo, 4 旭川公共職業安定所、 旭=労働基準監督署、旭川司

法書士会、 旭川商工会議所、 旭 =社会保険事務所、

社会保険労務士会旭川支部、土地家屋調査士会旭川

支部

西川支部長、 上窪 ･山

口 ･地徳各理事

10･11 旭 =警察署、上川支庁、 旭川保健所、 旭 1l市役所、

同農業委員会、 旭川陸運事務所、税理士会旭川支部

染川本会理事、 田井副

支部長、 佐藤理事、 三

井代議員、高橋分会代

議員
lo.14 美瑛町役場、同農業委員会、上富良野町役場、同農

業委員会、中富良野町役場、同農業委員会、富良野

市役所、同農業委員会、富良野警察署、富良野保健所

染川本会理事、 永沼理

事

名寄市役所、同農業委員会、名寄警察署、名寄保健

所、 下川町役場、 同農業委員会、 美深町役場、同農

業委員会、音威子府村役場、同農業委員会

西川支部長、古屋本会

理事、高橋本会常任理

事、新原会員
10.2 0 士別市役所、同農業委員会、士別警察署、士別保健

所、 風連町役場、 同農業委員会、 剣淵町役場、 同農

業委員会、和寒町役場、同農業委員会

同 上

留 萌 艷.1l,lo 幌延町役場、同農業委員会、同農業協同組合 佐々木 ･脇淵会員

1 1･11 遠別町役場、同農業委員会、同農業協同組合 佐々木･脇淵･村上会員

天塩町役場、同農業委員会、同農業協同組合 脇淵〆村上会員
11.15 初山別村役場、同農業委員会、留萌市役所、同農業

委員会、留萌支庁

捻金支部長、 五十嵐 ･

成田会員、橋本本会常

任理事
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支 部 名 訪問年月日 訪 問 先 訪 問 者

留 萌 58.11,16 羽幌町役場、同農業委員会、

員会 員

12. 6 小平町役場、同農業委員会、同商工会 橋本本

田会員

12. 7 増毛町役場、同農業委員会、同農業協同組合、同商

工会

捻金支部長、高

宗 谷 悶. 9.12 稚内市役所 川村支部長

9濃3 宗谷支庁

9 4 4 稚内社会保険事務所、稚内労働基準監督署、稚内職

業安定所

9.l6 枝幸町役場、浜頓別町役場、同農業委員

部長、 中里理事

9.20 中頓別町役場、同農業委員会 金谷副支部長、中

事、 吉田会員

網 走 58, 9,2 7

9.第

網走市農業委員会

女満別町 ･東藻琴村 ･小清水町各役場、斜里 ･美幌 川上副支部長、橘監察

委員

9.29 常呂町役場 橘監察委員、池田地区

委員長

10. 6

北見市役所、 端野町 ･訓子府町 ･留辺蕊町 ･置戸町

各役場、 北見警察署、 遠軽町 ･上湧別町 ･生田原町、

丸瀬布町 ･白滝村 ･湧別町各役場~ 遠軽保健所

紋別市役所、紋別 ･興部警察署、紋別保健所、 興部

町 ･雄武町 ･滝上町 ･西興部町各役場

青沼理事、橋監察委員、

小川会員

田口理事、 山川 ･鈴木

各会員

室 蘭 58,10.第 大滝村 ･壮瞥町各役場･大滝村 ･壮瞥町各農業委員

会 察部長、高橋監察委員

鰡

祠

洞爺村 ･虻田町 ･豊浦町各役場、豊浦町農業委員会、

同商工会

室蘭市役所、胆振支庁、室蘭警察署、室蘭市消防署、

室蘭保健所、北海道庶民金融業協会室蘭支部

同 上

斉藤理事 (豊浦のみ)

三戸部副支部長、 沢型

監察部長、高橋監察委

員

lo.31 登別市役所、 同農業委員会、室蘭土木現業所、 同開 沢里監察部長、高橋

察委員、猪股理事

1l. 4 伊達市役所、同農業委員会~ 同商工会議所、 伊達警

察署

江良支部長、菅原副支

部長、 沢里監察部長、

支 部 名 訪問年月日 訪 問 先 訪 問 者

･ 高橋監察委員

苫 小 牧 58. lo.18 鵡川町 ･穂別町役場、 鵡川町 ･穂別町農業委員会、

鵡川町 ･穂別町農業協同組合、鍵川 ･穂別警察官派

出所、法務局鵡川出張所

酒井副支部長、 富田理

事

io.19 厚真町 ･追分町 ･早来町各役場、 厚真町役場支所、

厚真町 ･追分町 ･早来町各農業委員会、厚真 ･追分 ･

早来各警察官派出所、厚真町 ･追分町 ･早来町各商

工会、 追分地区労働組合

河合支部長、富田理事

10,24 白老町役場、 同萩野出張所、 同虎杖浜出張所、 白老

町農業委員会、白老福祉事務所、白老地区労働組合

協議会、 白老農業協同組合、白-を漁業協同組合、 白

老商工会、白老警察官派出所

酒井副支部長、山口 ･

本間各理事

10.2 6 苫小牧市役所、同農業委員会、苫′｣牧警察署、苫小

牧労働基準監督署、苫小牧職業安定所、苫小牧保健

所、胆振支庁苫小牧支所、苫小牧税務署、公証人役

場、苫小牧商工会議所、苫小牧農業協同組合、同漁

業協同組合、苫小牧社会保険事務所

河合支部長、 富田理事、

本田監事、 今川 ･本間 ･

玉木各理事

日 高 58.10.19 門別町役場、同農業委員会、同商工会 金田支部長、 伊東監察

員lo妻 日高町役場、同農業委員会

10.22 平取町役場、同農業委員会、同商工会

lo.24 三石町役場、同農業委員会

lo.26 新冠町役場、同農業委員会

10･“ 浦河町役場、同農業委員会、浦河保健所

10.30 様似町役場、同農業委員会、同商工会、静内町役場、

同農業委員会

十 勝 郎,10,2 1 帯広市役所、 音更町 ･士幌町 ･上士幌町 ･鹿追町各

役場

堀口支部長、野際監察

部長、山崎理事

11･ 1 中札内村 ･更別村 ･忠類村各役場 野際監察部長、 中島 ･

, 山崎理事

11. 4 新得町 ･清水町 ･幕別町 ･池田町各役場、新得 ･池

田警察署

野際監察部長、山崎理

事

11･ 7 大樹町 ･広尾町役場、広尾警察署、 野際監察部長、中島理

事

11･1 1 帯広市役所、帯広陸運事務所、帯広保健所、北海道

商工連合会十勝支部

堀口支部長、野際監察

部長、 山崎理事

- 28 一 一 29一



L 車庫証明対策特別委員会所管事項

1 委 員 会 の 構 成

委 員 長 日向寺

副委員長 佐々木

同 佐 藤

委 員 渡 辺

同

岡 倉

2 活 動 状 況

田 重点地区の設定と活動の展開

日向寺 正 幸

佐々木 四 郎

佐 藤 兆 昭

明

大 渕 博 之

盛

(本会業務研修担当副会長)

(綱紀委員長)

(本会業務研修部長)

(本会総務部長)

(小樽センター長)

(札幌支部理事)

予算規模及び委員の構成上、 札幌、 小樽地区を重点とする活動の展開を図る方針を定め、そ

の効果が全道的に波及することを期待して各種の活動を進めた。

{2) 業務誘致活動

58. 9. 8

58.lo. 6

58.10. 7

58. l1.15

札幌トヨタ自動車K K

同 上

札 幌 自 販 連

札幌トヨタ自動車K K

車両部長折衝

専務理事 ･常務理事折衝

車両部次長と面接

　
58.I2. ‘ ティーラー折衝

7

3
59. 2. '

4

59. 2. 8

･札幌日産 K K 白石支店、 札幌日産モーター K K オートランド、 トヨタオート

南札幌K K 山鼻事業所、 カーショップグランプリ豊平支店、 池田自動車工業

K K、 菅原自動車工業K K

ブィーラー折衝

･ K K 白石安全自動車販売、 札幌流通センター自動車整備組合、新北海道三菱

自動車販売K K、 松豊自動車販売K K、 札幌トヨペット自動車販売月寒支店、

札幌トヨペット自動車K K 新車特販部、 日産モータースK K 白石支店、 札幌

日産K K 本社営業部

自販連会議で要望
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支 部 名 訪問年月日 訪 問 先 訪 問 者

十 勝 58.11. l7 足寄町 ･陸卵j町役場 野際監察部長、荒監察

部員

ll.25 豊頃町 ･浦幌町 ･本別町各役場、 本別警察署、 十勝

支庁

堀ロ支部長、野際監察

部長、山崎理事、荒監

察部員

釧 路 58, 8,23 阿寒町役場 池田会員

9.2 1 浜中町役場 遠藤監事

10･ l 弟子屈町役場 辰尾支部長、細木本会
監事、 浜田理事、遠藤
監事、堀田会員

lo, 4 北海道庶民金融業協会釧路支部 辰尾支部長、前田副支

部長

l1 l 釧路市役所 同 上

59. 1 9, 釧路市東部漁業協同縦合 辰尾支部長

1.30 むら 同 上

根 室 58. 9.10 根室支庁、根室市役所 山田支部長、富樫監察

担当者

9.24 根室漁業協同組合、根室警察署

lo･ 1 中標津農業協同組合、中標津警察署 高田理事

lo,15 中標津町役場 山本理事 ,

′
“′‘‘
"



3 ユ ー ザ ー 対 策

道消費者協会に対して再度機関紙に車庫証明の掲載を依頼したが、 協会では、同一内容のもの

を再度掲載することは困難であると説明された。

洋ヱ汝ギヤJ↓'･ぐくず157･･.･:"“‘
''ゞ
-もぐ.‘′"-‐{‐---

4 会員の意識喚起対策

会報 9月号に、 車庫証明は行政書士の業務として、 身近かなものから車庫証明の手続きを行う

よう意識を喚起した。

5 センターの業務取扱い状況

田 総 括

区 分 1,0脚 件
以 上 茂0O生 50件以上 10件以上 1件以上 0 件 計

58 年
取 扱 件 数
(57年取扱件数)

件

2,637

( 2,896 )

件

1,552

( l,435 )

件
317

( 0 )

件
134

( 198 )

件

62

( 57 )

件

0

( 0 )

件

4,702

( 4,586 )

センター数

(57年件数)

2

( 2 )

5

( 6 )

4

( 0 )

6

( 9 )

19

( あ )

l8

( 7 )

64

( 39 )

58. 12.31 現在 ‘‐′

些ン名 セ ンター長名 処理件数 報 酬 単 価 ±ン名 センター長名 処理件数 報 酬 単 価

美 唄 豊島昭二郎
2
件

( 6 )
4,ooo

円

( 4,000 )
遠 軽 高尾 寿夫

3
件

( - )
8,800

円

( - )
栗 山
(夕張を

含む)
江良勝三郎

( 4 ) (5,000 )
美 幌 山本 哲士

2

( - )
5,00O

( ‐‐)

室 蘭 腰山 寛
182

( l68 )
5,000

( 5,000 )砂 川 大栗 武雄
5

( 5 )
5,00O

( 5,000 )
伊 達 菅原 繁治

8

( 12 )
4,000

( 4,000 )滝 川 計良 邦雄
4 1

( l3 )
4,飼0

( 5,000 )
苫小牧 早坂三郎治

157

( 14 0
5,卸O

( 5,000 )深 川 須田 和志
12

( 16 )
5,00O

( 5,000 )
様 似 加藤 鉄二

2

( l )
5,の0

( 5,000 )芦 別 大栗 順次
( - ) ( - )

静 内 三上 記一
3

( 3 )
5,00O

( 5P OO )

旭 川 染川賢一郎
3 16

(348 )

1 ~ 3 月 4,000

4 ~ 12月 褒 め0

( 4,鱒0〉

新 冠 伊東 幸治
3

( - )
6,000

( --)

門 別 伊東 美典
( - ) ( - )名 寄 江口 茂

1,103
( l,257 )

4,000
( 3,100 )

帯 広 瀬尾 朝則 . 706

(447 )倭養護袴節士 別 古屋 福治
67

( 27 )
3,500

( 4,000 )

美 深 吉岡 信一
l9 1

( l8 D
3,50 0

( 3,100 )
新 得 吉岡 正

l

( - )
4,000

( - )

斜 里 加城 敬一
( - ) ( - )

本 別 荒 一興
( - ) ( - )

富良野 永沼 祐
5

( 5 )
7･000

( 6,000 )
池 田 丹野 一男

( - ) ( - )

留 萌 捻金 昭二
30

( " )
4あの

( 4,500 )
広 尾 中島 清二

l

( - )
7'000

( - )

羽 幌 五十嵐芳信
13

( l5 )
5,卸O

( 4,500 )
釧 路 前田紀久男

3
( 2 )

5,000
( 6,000 )

天 塩 脇淵 稔
27

( 27 )
6,000

( 5,000 )
厚 岸 石黒 重吉

( 2 ) ( 5,5節 )

枝幸南 金谷真治郎
90

( 39 )
4話0O

( 4,loo )
弟子屈 浜田 勝昭

( - ) ( - )

稚 内 坂巻 次郎
( - ) ( - )

根 室 富樫 民雄
l

( - )
6,000

( - )

北 見 大島 光春
( - ) ( - )

中標津 虻川 茂
( 1 ) ( 3,飼0 )

網 走 川上 恭広
( 3 ) ( 7･000 )

紋 別 吉川 俊宏
8

( 27 )
4,000

( 4,00O )

(注) ( ) 書は昭和57年の実績及び単価を示す。

58. 12 3 1 現在(2) センター別状況

宝ソ名 セ ンター長名 処理件数 報 酬 単 価 些ン名 センター長名 処理件数 報 酬 単 価

札 幌 倉 盛

件

1,534

( 1,639 )

デーラ一 円
3,即0

( 3,500 )
内3社 4,000

(4,000 )
その他 4,5 m

( 4,500 )

江 差 浜口 治彦
1
件

( マ)

4,5oo
円

( - )

八 雲 餌取 優
1

( - )

4,000

( - )

小 樽 大渕 博之
98

( 150 )

デーラー 4,750

一 般 5,760

( 4,750 )千 歳 吉田 正史 ( - ) ( - )

江 別 屋 享克
( - ) ( - )

余 市 青木庄次郎
4

( 5 )
5,000

( 4,000 ~ 5,000)

函 館 元井 時雄
( 5 ) ( 3,000 )

岩 内 浅水 秀勝 ( - ) ( - )

松 前 中森 勉
3 4,000

4,即0 )
倶知安

′i林 忠
(中尾 道信)

ll

( 7 )
6,00O

( 5,000 )

木古内 小舘 稜一
( - ) ( - )

寿 都 武田 信一
72

( - )

4,300

( 【‐)

森 崎野久四郎
( - ) ( - )

岩見沢 新川 司
6

( 5 )
4,500

( 5,000 )
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第 2号議案 貸 付 金 に つ い て 第 3号議案 昭和58年度一般会計収支決算報告について

本会から日本行政書士政冶連盟北海道支部こ対し、 昭和59年 3月29日、 次のとおり
第 4号議案 昭和58年度特別会計収支決算報告について

貸付したことについて追認を求 め、 承認されました。 第 3号議案、 第 4号議案は報告のとおり承認されました。

(決算報告書は別記 1を参照してください。)

記

･ 貸 付 金 額 280 万円

･ 返 済 期 限 昭和61年 3月3l日

･ 貸 付 利 息 年 5.5 %

･連 帯 保 証 人

日本行政書士政治連盟北海道支部

顧 問 葛 西 義 雄 l 昭和58年度 決 算 報 告 書 ー
幹 事 日 向 寺 正 幸

同 豊 田 春 男 ･

同 渡 辺 明 昭和58年度 一般会計収支決算
収 入

款 項 目 節 当初予算頸 楮正予算傾 摂 現頸 嗣 定 瓶 収入済頓 不故 ｣蓑鋼収入太語瀬 券癪錢 説 明

1. 会 費 円88,n o.000 -炉28,000 68,398刃00 76,072 280 7l再72,580 第,000 4,463,700 3.-74.680
0)現年度分 現年度会費 臨 619," 0 1,8短 螂 伍 4儀 0の 72 012 鰤 邱5鎚 600 0 a 46a 勧 & 1卸,6加収約睾 % .2努 鯰雑郷m円
物穫熱繰越分 滞納繰越会費 a 151 000 201 000 2 950,000 礼節紅捌 a吻&第0 3& OM L奴ぬ300 73 980寂約睾 75｣ 努 a倣,知円
2, 入 会 金 2,400,000 3,期ぬ00 6,700,伽 5,940-爛 れ940-000 0 0 240.0閲
m入 会 金 入 会 金 2 400.0の a 300,000 仇700,の0 & 9鱒 000 頓鷄0,000 0 . 0 2秒,0 1艶名x 30,側円 5,9鱒鱒円

同 高 橋 武 次

同 橋 本 雄 一
　
　

同 佐 藤 兆 昭 )
同 佐 々 木 兄 -

800,000 9*;6,m o 98頓

84,48l,000 92.660,5斑 邸コ
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000 Û 纖夢
･

貿
費
か

会
勁
費

修
活
髓

瀰
呼 拗鋭刻 わタ鋭勾 nY

円
円
円
円
円
円
円

加
肋
欄
約
鋤
御
節

即
断
鰡
節
初
婚
溜

会合
全
行
賞
料
購
買
他

成
臟
磋
囃
助

鶴
野
鮒
縦
鶚
の

残
拂
搬
熱
活

部
藥
叢
累
中
郡
そ

4. 塩 露 部 費 も"′剱 "̂"〉 =̂} ⑩" 篤戦 鰕△ *

q)監 察 部 費 活 動 費 1,4m.000 nU ○̂〉 脚戦 加

･
放 脱△

円
円
円
円
円

卸
機
知
…
"

凝
鰡
物
10
騰

餌
会
者
匿
食
料

当
策

送
“別
一

髭
祗
妾
タ

道
寮

ス

部
全
貰
印
氷

風 雲 貞 会 費 f‘6め,凹℃△ 480,加0 ○- ㈱棘 ㈱ 鱸△ 拗

m蕾員
資櫓
会
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財 産 目 録

6. 積 立 金 829,0‘〕① 0 0 829′悩め 829,00O 00

m積 立 金 積 立 金 829,加0 0 0 829.加0 税と鼠000 0 退職積立金 錠乱鯏円

7. 予 鑓 翼 も鯏,脚△ 760′食め △ l,867 24畝-33 0△ 24乱133

田予 備 費 予 備 費 1,000,の0△ 750,000
0宗摘研修買

部会活動費
祷動員へ △t,867

248.133 0△ 248.133

合 計 税!46l′O㈹ 0 0 84,481′閲O 83,268.00-
△
-,れ4,999

節 当鵲′ .=正,汁二 流 充 用 額 予算現額 支出併G 麦. 説 明

収 入 支 出 差 引 残額 4忍94,882円

翌 年 度 へ 繰 越 4忍聟,882円

昭和58年度 特別会計収支決算
収 入

支 出

科 目

収人支出差引残額 104,356円
翌 年 度 へ 繰 越 104,356円

1. 物品頒布収入 4,3凹,000 5530 oho 4,853,0鰤 5,091,580 5,091,580 24,400円
2, 一般会計履入金 1,6'6," 0 0 1,6l6,鱒 1,御0.000 l,2加,0加 0△ 416.桝 一般会計握入会 1,200,000円

料 目 …-‐曇れ 具→晶 均 賞定 鰍 桝環収入未済頸 器褒鰹 - 譲 朗 l
ヨ "昇視舘野昇槻

月
m

ね ず,輩惑晒年度分物品頌布収入 も鰔劭可
　 　　　 　　　　　 　

3, 前年度繰越金 1鱒,酬 0 l08,酬 1朧,481 1鱒,獨1 0 481 前年度鰻富金 ]08,481円

4雑 収 入 脚脚0 30･0加 熱鱒 56･鞘 臨869 0△ 3浅馴 瀞室橋受仝れ 程度箋円

計 6,鯛協酬 辰嵐000 糺問7′000 6.456汐約 6,456β30 0△ 2fo.070

　 　 　　　　　　　 　 　　　　　　 　 　　　 　 　　　 　 　

1‐ 仕 入 煕 1.弼4,㈱ △ 47.oM 翼錢謙へ鋼 総 鰡。7認 uぬ41恥 脚耕 髄 頗 胴申!青書その倦仕入費 u 繃 9円

2. 印 刷 工 料 M筑㈱ 掬,飼 謨馨;ま蓼多讓濁 2.斜o.加 芻ぬ幼 “プチ外印刷･製造買 2鈎 2節円
給 料 1,776,閃0円 期末手当 592.000円

3･ 人 律 貧 2風 o動 鰄 御･卸oa鯲螂△ !34 15 認 議銃手当
7o･蜘円 鰹臼手当 62･791円

法定福利厚生貿
34 595円 2面 639

4 発 送 貿 ?0.0卸 40,000 仕入賞から 14.990 124,990 91 710△ 33.280 通信費･頒布品送料 91,710円

4弱.9め = 1,050

0 6,687,000 6.352,
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昭和58年度末現在

区 分 金 . 額 摘 要

資

産

の

部

1. 現 金 A 9t 931円

2. 預 金

田 積 立 金 以 外 の 分

銀 行 普 通 預 金

銀 行 当 座 預 金

郵 便 振 替 貯 金

小 計

陵) 積 立 金 分

中期国債ファンド

郵 便 定 期 貯 金

銀 行 定 期 預 金

小 計

預 金 計

6,057,760

l79,006

1,019,485

B 7, 256,251

4,542,
ゾ? 1

2,834,{期i

8,368講66

15,744,796

23,0O l,047

A + B = ?, 348, l82 円!

一般会計剰余金 4,894,882 円

特別会計剰余金 104,356 円

預 り 金 2,348,944 円

計 7,348話82円

財 ‐ 略積立金 l2,073,698 円

職員心職積立金 3,67 1,098 円

語 15,744,796 円

3. 未 収 金

m 68 年 度 分 会 費

(の 67年度以前分 "

小 計

圏 斡 旋 物 資 代 金

未 収 金 計

3 4 63,400

l,000,300

4,463.700

0

4,483,700

一般会計分

特別会計分

4. 敷 ‐ 金 1,420,000 札幌市中央区北 l条西 7丁目タキモトヒ似鞠に差入れ

6. 斡 旋 物 資 棚 卸 品 1,022話30 特別会計分

8. 什 器 備 品 1話 72,260 原価償却後の残存価格

7, 電 話 加 入 権

8. 貸 付 金

資 産 合 計

44話91

3,800,000

35,015 249

行政書士会館建設資金貸付金 1,oの,000 円
友誼団体貸付金 2 800,切0円

負

債

の

部

1. 未 払 金 0

2. 預 り 金

社 会 保 険 掛 金

雇 用 保 険 掛 金

源 泉 ･所 得 税

住 民 税

会館建設資金借入金

59 年 度 分 会 費

入会金(蝮礬募ろ
斡旋物資代金他預り金

計

87,460

43,914

77,940

239,720

610,00O

776,270

428,000

85,640

2,348,944

3. そ の 他 負 債 0

負 債 合 計 2,348,944
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積 立 金 の 状 況

■
:ゼセiF、 :l l生 前 申すI上ilI

細木監事報告要旨

一般会務執行関係 (総務 ･企画 ･業務研修各

部の所管事項) について、 次のとおり報告があ

った。

1, 会議の運営と議決又は決定事項の確認につ

いて

会議は、 質疑、 討論、 採決を経て決定する

のが原則である。

議事録を見た限りでは、 議長あるいは会議

の主宰者又は一部の構成員の発言のみに終り、
もちろん賛否の討論、 要旨の集約く 採決を経

ないまま次の議題に移り、 その発言がそのま

ま機関決定として処理されたと思われる事例

がある。 議長は、 執行権に基づいて会議を指

揮、 運営する責務があり、 出席者に議決の内

容を確認させなければならないので、 決定す

べき内容を議長が集約をして採決に入るよう

にし、 議事録署名者も責任をもって署名押印
するように望みたい。
なお、 議事録には反対意見 ･少数意見も記

録するように勧告する。
2. 会務処理の責任執行体制について

常任理事たる各部の部長及び担当理事は、
会則上所管ごとに直接的な執行責任を有して

いる。 各役員の職務は会則に明文があるので、
それぞれの職分を十分理解し、 部長および担

当理事を主力とした執行体制を強化するよう

に勧告する。
3. 行政書士事務所の表示方法について

｢0 0 代行社｣、 ｢0 0 労務行政事務所｣、
｢0 0 代行センター｣、｢0 0 総合事務所｣ 等、

多種多様な行政書士の看板、 表札が掲げられ

ており、 一見 ｢ニセ行政書士｣ と疑うにじゅ
うぶんなものがある。 ときには、 公式文書に

この種のゴム印を使用している会員もいるカミ

これらは、 わが行政書士にだけ見られる現象

で司法書士などには、 とうていみられない。
表札、 看板、公式文書への表示はもちろん

のこと、 名刺、 封筒の類にも正規の表示をす

るよう、 いっそうの指導強化を望みたい。
4. 兼業退会者の対応について

不況に原因していると思われるふしもある

が、 他士業兼業者の退会が目立っている。
行政書士の職域保全のため適正な対応を要

請しておきたい。

5. 行政事務手続き無料相談について

この無料相談は、 8支部が実施し、 その中

で毎年創意性のある計画で実施している宗谷

支部、 意識的に行政書士不在町村で開催した

十勝支部、 3市町同日開催し、相談員に町長、
助役などの経歴を有する会員を充て住民の信

頼を高める効果をあげた釧路支部などは、 地

域の実情に適応した活動として高く評価され

る。 しかし、 一方では実施方法に再検討を要

すると思われるもの、 あるいは ｢代書業無料

相談｣ のチラシを配布した例もあった。
●それぞれの活動に相応する財政援助を検討

する時期にきていることを指摘する。
●支部長会などで経験交流、 情報交換の機会

を作ることを要請する。
●会員数 100人以上の旭川支部及び網走支部

でも、 近い将来この事業をとりあげられる

ように望む。

昭和58年度監査報告書

昭 和 58 年 度 の 収 支 会 計 の監 査 の結 果、 お お む ね 適 正 と 認 め ら れる が、

一 部 に 予 算 執 行 上 適 正 を 欠 く と 認 め ら れ る 部 分 があ っ た。

昭和 59 年 5 月 9 日

監 事 細 木 貞 次 ◎

監 事 中 野 幸

監 事 坂 下 尊 ◎
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目昭和68年 4月 1日 至昭和59年 3 月31日
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6. 啓発普及活動について

いわゆる ｢無料相談｣ もV 行政書士業務の

啓発普及のための重要な活動であることはい

うまでもないが、 その際、 ポスター、 チラシ

などを効率的に活用し、 また、 あわせて監察

活動の一環として有機的に連携することを考

えてほしい。

業務の宣伝資材としては、 ミニカレンダー

がある。 このカレンダー付名刺は、 個人の名

で公然とコマーシャル活動をするだけではな

く、行政書士業務の啓発普及にも大きな効果

があるので ｢一石二鳥｣ どころか、 ｢一石三

島｣ にも ｢一石四鳥｣ にもなることを認識し、

本会役員、 綱紀委員、 支部長はもちろん広く

会員が有効に活用することを望みたい。

ちなみに、 札幌支部阿部達哉会員の 3,000

枚、 空知支部大栗武雄会員の 1,000枚、 函館

館支部安保幸雄支部長、同支部原隆俊副支部

長 (本会理事) の各 500枚などが大口利用者

であった。

7. 年計報告について

年計報告は、 会員の業務の実態を具体的に

把握し、 会の諸施策を立案策定するための重

要な資料となることは言うまでもないが、 そ

の年度内提出率は60パーセントで、 前年度よ

りはやや向上したとはいえ決して評価される

ようなものではない。

未提出者の氏名を支部に通知するとか、 あ

るいは会報に掲載するなど、 有効適切な方法

により、 早急に提出率を高めるよう望みたい。

8, 新入会員の研修について

本年度の新入会員の研修は、 テキストを支

部に送り、 研修の実施は支部に一任している

が、 本来、 本会が直接行政書士として必要な

研修を実施する義務があるものと思うので、

やむを得ず支部に委託して研修会を実施する

場合であっても、 研修内容、 講師の選定等に

ついては、本会が責任をもち、 財政措置につ

いても、 一般の支部研修会とは別な特別の措

置を講ずるべきである。 59年度以降の検討課

題の一つとして指摘しておきたい。

9, 支部業務指導者研修会について

この研修会の実施後は、 伝達研修を確実に

実施しているのか、未開催の理由は何か、 参

加者の意見又は感想はどうであったのかなど

の追跡調査を完了してこそ、 はじめてこの研

修会の成果と欠陥を明らかにすることができ

る。

･昭和59年度中に、 58年度における伝達研修

の集約と分析を完結するように勧告する。 さ

らに、 この研修会への参加者は、 任意に参加

するものではなく、 伝達講師としての責務が

あるので、 正当旅費を支給するよう併せて勧

告する。

10. 必修研修テキストについて

全会員必修を目標とした系統的研修計画に

よる適切なテキストの作成、 採用を提案する。

‐職能は異なるが北海道宅地建物取引主任者

会が実施している不動産基礎講座のテキスト

は自主製作のものであり、 講師の大部分も内

部で教育しているが、 テキスト及び講座の内

容ともに、 われわれの研修用としても十分に

役立つものである。

もって ｢他山の石｣ として、 同会に引けを

取らない研修制度の確立を勧告しておきたい。

なお、 最近一部に研修事業宿少論あるいは

不用論があるやに側聞するが、 研修事業は、

行政書士会が行政書士法第15条第 2項の目的

を達成するための重要な事業であって、 道費

補助金を得るための手数でないことは当然で

あり、 軽薄な論議には厳しく糾弾するととも

に、 強く反省を求めたい。

お わ り に

最後に特に 2点をつけ加えておきたい。

第一に、 理事機関内部あるいは支部長会に

おける発言の中には、 時間をかけて論議を深

然し

める価値があり、 会員の利益につながると思

われるものがある。 ここでその全部を紹介す

る余裕はないが、 染川賢一郎理事から昭和58

年 8月企画部長に提出された報酬額の運用に

ついての意見、 また、 昭和58年度第 l回車庫

証明対策特別委員会における大淵博之委員の

発言などはこのケースである。

第二に、 監事の職務執行に対して、 近時一

部に ｢回答拒否｣ などの非協力、 千渉又は制

限等の傾向が見られるが、 監事は、会員に代

って職務を執行する ｢監視機能｣ であるから、
今後もあらゆる干渉 ･防害を排除し、 いっそ

う公平厳正に徹して監査を執行することを表

明して全会員の理解を求める次第である。

坂下監事報告要旨

一般会務執行関係 (監察部所管事項、 支部運

営) について、 次のとおり報告があった。

.会則第75条第 2項の規定により、 総会に監

事が報告すべき事項は決算書と財産目録に限

られているので、 監事から会務の執行状況に

ついて詳しい報告をしなければならないなら

会則を変更してほしい。
なお、 私の所管する監察部及び支部運営に

関しては、 監査の都度、 私の意見を会長以下

相当の役員に伝え、 採用すべきは採用してそ

れぞれ対応してもらっているので、 この総会

の場で報告するような特別の事項はない。

中野監事報告要旨

予算執行についての監査結果につき、 次のと

おり報告があった。

昭和58年度収支会計の監査の結果はおおむ

ね適正に執行されていると認めるが、 一部に

極めて適正を欠いた部分があり、これを指摘

しなければならないことは誠に遺憾である。

すなわち、 本会では、 日行連に対して法改

正負担金を2 回にわたって支出している経過

がある。 これは、 日政連北海道支部の滞納会

費を安易な方法で整理解消するための方策で

あると判断したので、 その是正を勧告し、 い

ったんは日行運から本会に全額返還を受けた

が、 返還を受けた金員は即日貸付金として、
日政連道支部に貸付したことが問題である。
行政書士会と日政連は確かに一身同体でな

ければならない性質を有しており、 活動面で

は正にそのとおりであるといえる。 しかし、
一面では、 あくまでも別個の団体であるが故

に両者の混交を許さない厳しい戒律が存在す

るはずである。

したがって、 この貸付金については団体間

の戒律に反し行政書士会の目的を逸脱した支

出であると指摘せざるを得ないのである。
しかし、 この貸付金は、 昭和59年 5月24日

全額回収されて、 昭和59年度の総会直前に是

正をみたのは、 不幸中の幸であるが、 今後は

こうした異常事態を再現することがないよう

執行部に対して厳重に注意するのである。
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第 5号議案 北海道行政書士会会則の一部改正について

本会会則の一部を次のとおり改正したいので、会則第18条第 2号の規定により議決を求めます。

なお、併せて、解釈に変更を生じない字句等の修正は認める旨の議決を求めます。

別記 2のとおり提案し、万場一致可決されました。

会 則 の 改 正 理 由

第7条関係 (会員証再交付の要件)

会員証の再交付の規定に ｢会員証記載事項に変更があったとき｣ を加え、 条文を整理する。

2 第 6章、 行政書士の登録関係 (行革法の公布に伴う改正)

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律 (昭和58年法律第83号) により行政書士法の一部

が、 次のように改正され本年10月 l 日施行されるので、 これに対応して会則の規定を整備する。

(昭和59年10月 1日施行)

現在、行政書士の登録事項は、 住所、 氏名、 生年月日、 事務所の所在地が法定登録事項であ

り、 rその他の登録事項｣ は ｢都道府県知事が定める｣ ことになっているが、 今回の法改正に

よって ｢その他の登録事項｣ は、 ｢行政書士会の会則で定める｣ ことに改められ、本年lo月 1

日から施行されることになった。 (法第 6条第 l項関係)

現在、 登録申請 ･登録抹消 ･行政書士名簿等登録に関して必要な事項は都道府県規則で定め

ることになっているが、 今回の法改正によってこれらは行政書士会の会則で定めることに改め

られ、本年10月 1日から施行されることになった。 (法第 7条の 2関係)

3 第51条及び第66条関係 (規程改正の特例の廃止)

現行会則では、 規程の制定改廃は理事会の議決によるのが本則になっており、 この特例として、

行政書士の登録及び抹消 (審査委員会を含む。)、綱紀委員会に関する規程のみが総会の議決事項

になっている。

しかしながら、 今回の改正によって登録事務に関する重要な規定はすべて会則に網羅され、規

程から大幅に条文の削除が発生し、 規程中に残されるのは登録審査委員会の運営に関する規定が

主体となる。 また、綱紀委員会に関する規程についても、 現に総会の議決を経なければならない

程度の重要な規定は存在しないと認められるので、 この際、規程改正の特例を廃止する。

4 第85条関係 (年計報告の提出時期と様式)

年計報告の提出期限である 1月末日は、 業務量の多い会員に無理があるのでこれを 3月末日に

改め、 様式については規程中に定めることに改める。 なお、 様式については、 再検討を加えて本

年中に規程に定め、 明年後の報告に間に合うようにする。

5 別記第 1 (入会金)

入会金は、 現在 3 万円であるが、 全国的に 5 万円としている行政書士会が85 % を占めているこ

と、 他士業の場合は登録手数料及び入会金を合算すると相当高額であること、 本会は新人会員が

早く業務に習熟するように研修会の開催、 業務資料の配布を活発に行い多額の費用を投入してい

ること等を勘案し、 この際、 入会金を 5万円に改める。 ただし、 一挙に66 % を超える引き上げは

変化が著しく適正を欠くので、 本年度 7月 l日から l万円、 明年 4月 1日からさらに l万円を段

階的に増額を図る。

6 別記第 2 (会 費)

会費は、 現在月 4,節0円であるが、 5,000 円に改め、 昭和60年 4月 1日から適用する。

本会の財政は、 多年の努力によって近年ようやく 1,200 万円の財政調整積立金を蓄積したので

資金繰りが円滑化し、 l,800万円を超える支部交付金を年度当初から適時に交付するとともに、

支部研修会助成金も停滞することなく交付されている。 また、 外注物資、 印刷費等も即時払いの

ため経済的な取引きに役立ち、 銀行融資等も全く受けないで会を運営しているので、 1,000 万円

程度の資金蓄積は必要である。

59年度予算編成にあたっては、 支出の削減に努力してみたが、収支の均衡を保つためには、 こ

れまでの活動水準を大巾に低下する結果となるため、 これを断念し、 財政調整積立金をとりくず

して収支のバランスを合わせた。 しかしながら、 財政調整積立金の蓄積額は 1,000万円を割るこ

ととなり、 本会の円滑な会務運営と財政の健全性を維持するためには、 明年度以降における収入

面の強化を図る必要があるので、 やむを得ず昭和60年 4月 1日から会費増額を図ろうとするもの

である。
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捉り記 2 ) 北海道行政書士会会則の一部改正について

北海道行政書士会会則の一部を次のように改正する。

第 7条第 3項を次のように改める。

3 会員は、 会員証を滅失又はき損したとき及び会員証記載事項に変更があったときは、 その旨を

届け出て会員証の再交付を受けることができるo

第 6章を次のように改める。

(登録事項)

第48条 法第 6条第 1項の規定に基づき本会が定める事項は･ 次に掲げる事項とするo

(1) 登録番号及び登録年月日

(幻 行政書士の資格の種類 (法第 2条第 1号の資格を有する者については、 あわせて、 行政書士

試験の実施都道府県名、 合格年度及び合格番号)

(登録手数料)

第49条 行政書士の登録を受けようとする者は、登録手数料として 10,000円を、 移転の登録を 受

けようとする者は、 登録移転手数料として 5,000 円を、本会に納めなければならない。

(登録の申請)

第49条の 2 法第 6条第 l項の規定により行政書士の登録を受けようとする者は、 別表第 3号の行

政書士登録申請書に次に掲げる書類等を添えて本会に提出しなければならない。

の 履 歴 書

{2) 住民票の写し

(勤 行政書士となる資格を証する書面

(4) 写 真 ( 6 か月以内のもの)

2 登録を受けようとする者は、 前条に定める登録手数料を本会に納めなければならない。

(登録証の交付)

第49条の 3 本会は、行政書士の登録 (登録の移転を含む) を行ったときは、 別表第 3号の 2 の行

政書士登録証を交付するものとする。

2 前項の登録証を亡失し、 又はき損したときは、 本会に登録証の再交付を申請することができる。

3 行政書士は、 法第 7条第 1項若しくは第 2項の規定により登録を抹消されたとき、 法第 6条の

5の規定により登録の移転をしたとき、 又は前項の規定により登録証の再交付を申請するときは、

登録証を返納しなければならない。 ,

(変更登録の申請)

第49条の4 法第 6条の 4の規定により変更の登録を申請しようとする者は、 別表第 3号の 3 の行

政書士変更登録申請書に次に掲げる書類を添えて本会に提出しなければならない。

田 行政書士登録証 (登録証記載事項に変更があった場合に限る。)

(2) 変更を生じた登録事項を証明する書類

2 本会は、 前項の申請があったときは、 速やかに行政書士名簿に変更の登録を行い、 行政書士

登録証を書き換えて当該申請者に交付するものとする。

(登録の移転の申請)

第50条 法第 6条の 5第 1項の規定により登録の移転の申請をしようとする者は、 別表第 3号の 4

の行政書士登録移転申請書に次に掲げる書類等を添付して本会に提出しなければならない。

(1) 既に登録を受けている行政書士会の行政書士名簿の謄本

觴) 履 歴 書

圏 住民票の写し

(鋤 写 真 (6か月以内のもの)

2 登録の移転の申請をしようとする者は、 第49条に定める登録移転手数料を納めなければなら

ない。

(移転登録の通知)

第50条の 2 本会は、 前条の規定による申請を受け、 行政書士名簿に移転の登録をしたときは、 別

表第 3号の 5 の行政書士登録の移転通知書により、 当該行政書士が従前登録を受けていた行政書

士会に通知するものとする。

(行政書士名簿の謄本の申請及び交付)

第即条の 3 本会において登録を受けている行政書士は、 法第 6条の 5第 1項の規定により他の行

政書士会に対し登録の移転の申請をしようとする場合には、 本会に対し、別表第 3号の 6の行政

書士名簿謄本交付申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合、本会は、遅滞なく、当該行政書士の行政書士名簿の謄本を交付するものとする。

(登録の抹消の通知)
第50条の 4 本会は、 法第 7条第 1項又は第 2 項の規定により行政書士の登録を抹消したときは、

遅滞なく、 その旨を当該登録を抹消された者又は行政書士法施行規則第12条第 2項の規定により

届出をした者に別表第 3号の 7による通知をするものとする。
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別表第 3号 (会則第49条の 2 )(行政書士名簿)

第51条 本会は、別表第 4号による行政書士名簿を備える。

2 行政書士名簿は永久保存とする。

(行政書士登録資格審査委員会)

第52条 行政書士の登録及び登録の抹消に関し必要な審査を行うため、本会に行政書士登録資格審

査委員会 (以下 ｢審査委員会｣ という。)を置く。

2 審査委員会は、 5人の委員をもって組織する。

3 審査委員会の委員は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

4 審査委員会の委員の任期は、 2年とする。 ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とす

る。

5 審査委員会の運営に関する事項は、 規程で定める。

第65条中 ｢絹記委員会に関する規程は、 総会で定める。｣を｢綱紀委員会に関する事項は規程で定

める。｣に改める。

第85条中 ｢翌年 1月末日までに、 別表第 6号による年計報告を提出しなければならない。｣を ｢翌

年 3月末日までに、規程で定める様式により年計報告を提出しなければならない。｣ に改める。

別記第 l中 ｢30,000円｣ を ｢ 50,000 円｣ に、 別記第 4中 ｢ 4,000円｣ を ｢ 5,000円｣ にそれ

ぞれ改める。
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別表第 3 号から別表第 4 号までを次のように改め、 別表第 6号を削除するo 事 ▲
▼
-

◆

年 月 日

北海道行政書士会長 殿

行 政 書 士 登 録 申 請 書

行政書士務第 6条第 1項の規定iこより、 行政書士の登録を受けたいので申請 は

ず。

ふ り が な 性 別 男 女

氏 名

.-----‐-- - ‐ - - - -- - ･･- ----

生年月日 年 月 日

住 所
郵便番号 電話番号

事務所所在地
三口

, . 毛叫囚ブ

資

格

行政書士試験
合 格

都 道
年度 合格番号 第 号

府 県

その他の資格 行政書士法第 2条第 号 ( )

他士業の資格

備 考
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別表第 3号の 2 (会則第49条の 3 ) 別表第 3号の 3 (会則第49条の 4 )

行 政 書 士 登 録 証

上記の者は、 行政書士法の規定に基づき、 年 月 日行政書士名簿

に登録された者であることを証する。

年 月 日

北 海 道 行 政 書 士 会

会 長 ◆

北海道行政書士会長

変 更 登 録 申 請 書

殿

所 属 支 部

会 員 番 号 第

事務所所在地

氏 名

年 月 日

支 部

号

行政書士法第 6 条の 4 の規定により、 下記のとおり変更登録を申請します。

変更の種別 変 更 事 項 変更年月日 変更理由

ふりがな

氏 名
新

年 月 日

旧

-----‐･･.･･.･･･-‐･･.----･･‘‘.--･･.･~‐-‐･･･.----･･--･･‘‐････.---‐‐‘-‐-‐.-‐･･.･‘‐‘‐

郵便番号

住 所
新
…
旧

話番号

年 月 R郵便番号 電話番号

事務所

の所在地

新
郵便番号 電話番号

郵便番号 電話番号
年 月 日

旧

注 登録を受けた事項に変更を生じたときは、 遅滞なく提出すること。(2通)
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別表第 3 号の 4 (会則第50条)

ふ り が な

氏 名

,.･-‐- ---------------------･･-----‐.------ --･･--･
性 別 男 女

生年月日 年 月 日

住 所

郵便番号 電話番号

事務所の所在地

郵便番号 電話番号

従 前 の

事務所の所在地

登録を受けてい
る行政書士会の
名 称

他士業の資格

別表第 3号の 6 (会則第即条の 2 )

年 月 日

北海道行政書士会長 殿

行政書士登録移転申請書

行政書士法第 6条の 5 の規定により行政書士の登録を移転したいので申請します。

行政書士登録の移転通知書

年

北 海 道 行 政 書 士 会

会 長

行政書士法第 6条の 5第 2項の規定により下記の者の登録を行ったので通知し
ます。

ふ り か‘ な

生年月日 年 月 ･ 日
氏 名

-‐▲--‐‐･･-‐--.-‐-‐･ ･‐‐････---‐･･-‐･-‐--･･

住 所

事 務 所 の

所 在 地

従前の事務所

の 所 在 地
･

本会における
登録 年月 日
及び登録番号

年 月 日 第 号 -
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別表第 3号の 7 (会則第50条の 4 )

【

◆

行政書士名簿謄本交付申請書

北海道行政書士会長 殿

事務所所在地及び電話番号

会員番号

氏 名

年 月 日生

私は、

　 　 　

府行政書士会に登録の移転を申請したいので、 行政書

県

土名簿の謄本の交付を受けたく、 会則第50条の 3の規定により申請します。

北 海 道 行 政 書 士 会

会長

行 政 書 士 登 録 抹 消 通知

行政書士法第 7条第

す。

登 録 年 月 日 年 月 日 l登録番号 l 第 -
号

ふ り が な

氏 名

--- --- ---‐- ----‐--･-‐------------. - .---- -- --------- ･-----------℃

住 所

事 務 所
所 在 地

抹 消 年 月 日 年 月 日

抹

消

事

由

月 日

項第 号の規定により、 登録を珠消したので通知しま

- 54 一 - 55 -
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別表第 4号 (会則第51条)

登 録 年 月 日 年 月 日 登録番号
年

第 号

ふ り が- な
･ 性 労り 男 女

氏 名

--.---- - - ---- -- ---- --- --- ---------‐------･ ･･.･

生年月日 年 月 日

住 所

(〒 ) 電
話
番
号

(〒 )
---- - -

事 務 所

所 在 地

(〒 ) 電
話
番
号

(〒 )

資 格 の 種 類
法第2条第 I号該当 (行政害士試験合格

都 道
年度 第 号

府 県

法第2条第 号該当 l 昭和26年法律第 4 号附則第 2 項該当

移 転 登 録

前 の 登 録

登録していた行政

書 土会 の名称
行政書士会

登録年月日 年 月 日

登録番号 第 号

知 事 の 業 務
停止 ･禁止処分

事
由 努哲 年 月 日

入 会 年 月 日 年 月 日 会員番号 第 号

抹 消 年月 日

抹 消 事 由
年 月 日

事由

(:輳襄多莢繁み孃該当
号該当)

他士業の資格
-

“
-

附 則
1 この会則の改正は、 知事の認可の日から施行する。 ただし、 次の各号に掲げる事項は、 当該各

号に定める日から適用する。

m 別記第 1の改正

昭和60年 4月 1日。 ただし、 ｢ 50,000円｣ を ｢ 40,000 円｣ と読み替えて昭和59年 7月 1日

から適用する。

鰯 別記第 4の改正

昭和60年 4月 1日

(到 第 6章の改正

◆ 昭和59年10月 1日

2 従前の規定により交付した行政書士登録証明書は、改正後の会則の規定による行政書士登録証

とみなすU

◆

行 政 書 士 名 簿
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第 6号議案 昭和59年度事業計画について 2 支 部交付金の検討

次のとおり提案し原案可決されました。 ･支部交付金の適正化を図るため検討を行う。

昭和59年度事業計画 (案)
l企 画 部l

基 本 方 針
1 法令の研究、 業務の改善等の企画立案

･ 行政書士の地位 の向上

･ 会員の和と団 結

･ 健全財政の保持

業務に関する法令等の改正を研究して会員への周知を図る。

◆
2 会 報 の 発 行

会報を隔月に発行するほか、急を要するものは速報を随時発行する。

総 務 部I
1 対 話 集 会 の 開 催 3 業 務 の 啓 発 宣 伝

業務の啓発宣伝を行う。本会役員と会員との対話集会を開催し~ 相互の理解を深める。

(日胆地区で開催する。)

4 行政事務手続無料相談の開催促進

2 官公署との連係事業の開催 行政書士業務の周知を図るため、 支部会員と地域住民との面接による相談事業を促進し、実施

支部に対しては次により助成金を交付する。
3 弔慰金制度の検討

助 成 金

● .随 時 1支部 5 万円以内とする。 ただし、 l支部で 3回以上開催の場合は 8万円と

する。

I経 理 部- ･通 年 1支部12万円以内

l 健 全 財 政 の 確 保

田 堅実な収入見積りと支出の抑制、 長期的健全財政に配意して予算を編成し、 予算の適正な執

行により健全財政の維持につとめる。 -業務研修部l
(a 会費滞納額の回収につとめ、 長期滞納者に対しては支払命令申立て等の措置をとる。

なお、 本会の依頼に応じ、 調査又は催告に協力した支部に対しては協力費を交付する。 1 専門部会の充実強化

次の 3専門部会により、業務の改善進歩を図るための研究等を行う。

- 59 -- 58 -
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運輸交通部会 - - 運輸事業、 自賠責、 車両登録、 車庫証明など

建 設 労 務 - 建設業、 指名願、 社会保険、 雇用保険、 労災保険、 記帳代行、 決算諸表、経 理 部 会
借入申込みなど

民 事 農 地 - 相続、 帰化、 会社設立、 法人設立、 告訴(警察署)、農地法、 河川法、 宅造
風俗衛生部会

法、風俗許可、 食品衛生許可、 旅館業法など

2 業 務 資 料 の 作 成

業務資料を作成し、会報に掲載するほか、 必要な業務資料を別に作成配布する。

3 支部業務研修会の推進

支部研修会は、 各支部に予算の範囲内で次のとおり助成金を交付し推進を図る。

助 成 要 領

･講 師 謝 礼 部外者 10,000 円以内 (弁護士等は、 倍額とすることができる。)

都内者 8,000円以内

･会 場 費 6,000 円

･受講者助成 600 円

4 本会主催業務研修会の開催

支部業務研修会の講師養成研修その他、 必要な業務研修会を本会主催により開催する。

監 察 部

･職域の確保と非行政書士行為の排除

1 監察強調月間は、 8月から 9月までの間において各支部が設定する。

2 全道監察担当者会議の開催

11月に、 支部監察担当者と本会担当役員による全道監察担当者会議を開催する。

3 関係官公署、 他士業並びに諸団体への啓発活動の展開

士業間における業務分野の侵食防止を図る。 監察強調月間中は、各支部が道の機関、市町村、

回農業委員会、 商工会等に対し~ 行政書士の業務に対する理解を深めるための活動を展開して非

行政書士行為の防止についての協力を要請する。 この活動に必要な各種印刷物などは本会におい

て作成し各支部へ送付する。

4 違 反 事 案 の 処 理

違反事案の処理は、 本会と支部との連携を密にし、 支部又は本会が注意、 勧告、警告等の措置

をとる。

1車庫証明対策特別委員会 -

中央情勢に対応して車庫証明業務の推進を図る。

第 7号議案 昭和59年度一般会計収支予算について

第 8号議案 昭和59年度特別会計収支予算について

一般会計及び特別会計予算案は別記 3のとおりであり、原案どおり可決されました。

(別記 3 )

昭和59年度 収 支 予 算 案

昭和59年度 一般会計収支予算

◆

一 60 -

収 入

歓 項 目
予 算 鞆

羸 予 算 鎖 説 明本 年 稜 前 年 度 瑞 △ 盈

-. 会 費 72,666 66J 70 5,89B
嘴n

ui 現 年 度分 69,676 63r6ig G 067 現年度会費 ",676 狙欝0円x l,5芻名×9S% 6a 676鍵0円

物 滞納襲邑分 2 990 & I51 △ 161 落籍縦越会費 a 990 4 46a 7の円×67発 ･ 2 99順679円

2. 入 会 金 2,550 2月閲 l60

0) 入 会 金 2… 2 400 ISO 入 会 金 と即 入会金3q o00円x25名十40,⑧円x 45名 Z 55q 伽円

れ 手 敦 料 700 800 △ 100

鋤 登録手教科 700 8m △ 100 登録手数料 7d3 登録手数料 lq oの円X 70名 700,嘲円

れ 補 助 金 2,600 2" 0O △ 約0

m 道 補 助 金 2 600 2 900 △ 300 道 精 勤 金 2 600 道研修事業結助金 a 600,…円

5. 納 入 金 5,815 5,7l6 100

q) 基金農入金 与815 鼠715 1の 基金繰入金 臥815 川政調整積立金から縦入 寂816 000円

6. 納 虚 金 も694 5,046 △ '62

u) 前年度綴地金 糺8磐 5.0d6 △ 152 前年度繰越金 4 894 副年度漫筵金 4 894 882円

主 軸 収 入 750 850 △ 1㈹

田 報 八 符O 850 △ lm 絶 入 ?50 日行進交付金その他 ?鱒の0円

合 計 89,976 84話61 5,‘9‘
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支 出

数 項 目
予 算 顔

節 予 算 額 説 明
本 年 度 前 年 度 増 △ 旛

,. 雑 霞轡理翼 74-219 釣話粥 5,045
寸 輸

【]瞼 議 員 'a l76 組織 2 343 全 議 員 l3 176

誌 会 l凶 &即Hq ooo円
理 事 会 4回 a留2 000円
常 任理事会 6回 1,細& 鯏円
支 部 長 会 4回 & "‘“袋…円
総 務 部 会 5回 444 0節円
経 理 部 会 2回 182 節円
正 ･副会長会議 2回 笈ぬ …円
費 会 議 7ぬ 桝円
支部交付金検討会膊 脚M〔九0の円

物支部交付金 la o13 17,492 521 支部交付金 塊○13

支部運営一般交付金 鼠 0la ooo円

札 幌 & o力絹 網 走 1.622

函 館 1,576 室 蘭 817

小 樽 9“ 苫小牧 724

空 知 1,妃4 日 高 鬱
旭 川 1,602 十 勝 1,517

留 萌 4l5 釧 路 1,端

宗 谷 420 柤 室 445

‘勘負 担 金 n,200 1Q 246 螂4 連合会会費 m.200 連 合会会費 月 600円 比劉Q 鱒円

{引從 額 賀 ia 356 21,401 △ 2 045

監 査 目 拗 監 査 賞 鉾蝮000円

給 料 手 当 鼠部7

職 員 給 (4刃 &第Z 飼円
扶 養 手 当 2獺 加円
過 釛 手 当 饅 凹円
時間外動撓手当 1,m 7,肋円
期 末 手 当 a 74亀鰤0円
燃 料 手 当 鱒,伽円
臨時職員賃金 I残 …円

福 利厚生竇 L 316
法定福利厚生寅 L I筑 om 円
職員レクリエーション員 1拗,凹円

弔慰 見舞金 3印 観程による弔慰見舞金 35Q ⑧円

持 支 出 金 3 663

特別会計総出 2 1曵 脚円
調整鴎策費 蹴鰡円
対話案会開縦桂買 4朧獺円
冷房設備移設貧 篇q ooo円
官公署連係協麗買 父顛動円
そ の 他 剱 節円

◎需 用 R a 4の &擬 2 564

備 品 費 i20 情 品 貧 1銀飲め円

消 耗 品 費 880
一般事務用消耗品費 ‐ 78Q O鱒円
新人会員交付用ゴム印 1叫ぼ〉0円

印 刷 費 久臆O

臓 棗 印 刷 3頂om 円
会 員 名 簿 8卸 伽円
事務用諸用紙その他 樫熾…円

過信邇搬買 2 620
全会員あて各種発送買 LO叫 側円
会費納入案内･眥促 3ぬ釦0円
電 話 料 844脚0円
そ の 他 50 0卸円

光 熱 水 貿 610

諸 気 料 144 y〉]‘
水 避 料 24 000円
ガ ス 料 42 000円
暖 房 料 400,0面円

脩 上 野 a 470 事務所機上料 206,800×12カ月 2 46銭600円

揮 贄 620

会竇払込料 3順 皿円
満 据 料 132 …円
茶 代 a om 円
新 聞 代 31 200円
′･イヤ- ･パス代 残桝円
そ の 他 鰈の0円

l印掾 費 2 5艶 1.850 708 旅 費 2縦
日行達総会 =名 1,5眺 鰤円
単位会長会 2回 17は飼円
支 部 総 会 5支部 lの,皿円
そ の 他 794 -…

,

数 項 目
予 算 額

廳 子 窮 預 説 明
本 年 度 前 年 度 端 △ 減

{彬 外 費 510 610

衲

0 渉 外 貸

締

510

確会諸行事 印.卸0円
来 客 接 待 i6Q om 円
鮫.別 ･呑 冥 加饅円
そ の 柚 1OQ oon円

2‐ 企 画 熨 5J QO 5浦34 △ 334

=会報発行日 2 9" 久878 22 会報発行費 れ効

編復活効目 4れ 飼円
取材活動費 劫,…円
投 稿 謝 礼 亀 m o円
貸 金 24 000円
会 報 印 刷 1,筏2 0閲円
速 報 印 刷 32 000円
会 報 送 料 9損凹0円
速 報 送 料 124 購円

物苔発指導買 1･]00 1,280 △ 180 啓発語部 費 1J oo

] 31Q vUUu
行政事槐手続員科相較助成

顔000円x 5支部 40q om 円
虹鱒0円x 3支部 掟Q 鯏円

圏企 画 諸 費 1話鱒 1,276 △ 176 企 画 諸 費 IJ㈲

部 会 2回 郷…円
行政費士必携加除録印刷配布箕 172 饅円

“ 増刷 鮪q 鱒円
部 活 餓 貸 3就 職円
図 書 員 1鱒 000円

3. 糞莪研 修費 6,l00 5! 0O 0

･‐｣ りnQn

は研 修 会 費 a細 a 330 △ 472 活 動 費 2 858
◇篏凡節電円

講師派遣旅費 S回 戦加o円
金道研僚会開催賞 鮒&…円
研修守-一宮 視Q …円

物部会活動費 2 242 1･" 0 472 活 動 費 2 242

部 会 2回 幼銑…円
等 門 都 会 的Q O卸円
乗務資料印朝旨 鍋Q ⑧円
業務資料送料 4組餓円
中央研修会出席旅貧 1鱒側円
部 活 動 日 3筑鱒円

4. 監 察 部 費 l,893 も4釦 493

m監 察 部 費 ,.893 1,400 493 活 動 費 1.893

部 会 2回 ･ 49a ooo円
金道監察担当者会議 72q o範円
監察活動諸費 教顛動円
印 刷 費 324節0円

5. 童 貞 会 費 l,889 1,550 flg

- J ･“ ‐ 57.QC沁円

唱録廳会稜 380 390 △ 30 活 動 費 濶 委 員 会 員 総Q O切円

の周紀委員会費 ?" 710 79 活 動 費 789 委 員 会 員 78a ooo円

隠寮費讓蓉 500 450 60 活 動 貧 500 対策護動竇 5oq … 円

6. 積 立 金 1,00O 829 -''

間積 立 金 L ooo 829 171 積 立 金 L OOO 退 職積立金 1,0OQ O閃円

7. 予 鑓 翼 L OOO ID卸 0

田子 倒 竇 ",0脚 ],000 0 予 賞 貫 1,伽 予 梼 費 1.ooq om 円

合 肝 89′975 84門6l 6,494
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昭和59年度 特別会計収支予算

昭和59年度 支部運営一般交付金

支逡諭ミ辺 1, 総 会 買 2 役員会縫目 3 事務陪食 4 監察活鷆貧 5. 預 立 金 G その轤諸費 計 崗年度対比
増 舷 額

札 蜆 316 553
手門

2,226 160
籍

l42 1,630 瓢α“
子月

ー兜
稻

函 館 l46 271 331 200 68 670 1,576 "

小 碍 125 227 199 1ゆ 58 捌 979 8

空 知 146 264 278 加 58 488 1,4翳 1"

旭 川 149 四7 316 160 58 622 1,602 72

留 萠 街 65 131 75 23 75 4l6 0

宗 谷 58 76 141 60 れ 63 420 4

弼 走 156 276 335 180 閉 6l7 1.622 25

室 蘭 117 207 幼 60 46 187 817 11

苫 小 牧 !02 143 ]94 60 46 179 724 24

日 高 47 68 133 60 23 れ 402 9

十 勝 145 241 319 140 58 614 1,g 7 30

釧 路 n 5 192 241 B0 58 347 も鵤 4

根 室 56 87 153 45 23 81 445 △ 2

合 計 1,724 2,966 5,197 -,620 732 5,774 18,0'3 62l

往1.この貿目8:瞼鯛は,支聟における必要怪Rを職犠]の算定蓑により算出した力ん所定の目目に不定め性ずることも考慮に入れ、 ｢その他慥R｣に予簿穴的な住持をもたせて
積算してある。之 この費目総会詔は、支部の必要撞Rを算定するために君宜設定したものであるから,支部が予算を範滅する堝舎において.この貫目に拘束されるものではない.

第 9号議案 綱紀委員会委員の選任について

会則第58条第 2項の規定により綱紀委員会委員 1名の補欠選任を行い、
大滝 茂氏 (札幌支部所属) が選任されました。

定時総会における主な発言と答弁の要旨

発言する代議員

収 入

科 目
予 算 頸

説 明本 年 度 前 年 度 増 △ 漉

上 物 品 制 布 収 入 4 1傳 4.300 △ l52
謝

現年度収入 4,148刃卸円

2. 一 般 会 計 繰 入 金 2.150 1,616 534 一般会計縦入金 2,150,000円

3. 前 年 度 韓 国 金 104 108 △ 4 前年度繰越金 104,356円

4. 雑 収 入 銅 60 4 郵送料.預金利子その他 餌、卸0円

合 計 6,466 6,084 第2

支 出

科 目
予 算 蝮

説 明本 年 度 前 年 度 増 △ 械

l. 仕 入 費 ー寿叱
帶 i,泓 △ 82 各種物資仕入費 1,5{辺切り円

2. 印 刷 工 科 i,饑 I,400 獺 印 刷 工 料 1.6860 00円

3. 人 件 賞 2,899 2,750 I49

給 料 0 人 ) . 1,鰯既000円
通 勤 手 当 別,600円時間外勤務手当 盤.の0円
期 末 手 当 616,鱒円
縦 料 手 当 紙,桝円
法定福利厚生費 240,節円

4. 発 送 貪 100 70 30 発送料及び発送資材責 め0.000円

5. 雑 買 30 30 0 鰻簿、斡旋物価捲麦、その他事務用品貫 30,000円

6. 予 備 費 250 250 0 予 舖 費 250,鯏円

合 計 6,4粥 6.084 382
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定時総会における主な発言と答弁

第侮号議案 昭和58年度事業報告関係
細貝代議員 (札鰻) 本会において直接活動した他士業、 諸団体への業務侵食防止について、 いっ、

誰がどこへ行ったか、また、交通安全協会の問題について、 どのように対応したかについて回答願

います。

佐々木監察部長 本会の業務侵食防止活動の詳細は、 後刻資料により示すことにする。

交通安全協会の件は、 本会が調査したところでは、 3年間に 1,000円の会費をとり、 同時に免許

更新申請手続きを実施しているので、行政書士法違反ではないかという疑わしい面もあるが、 疑わし

いだけではどうにもならない。

同協会は、決して報酬を得ていませんと繰り返して弁明し、 更新と入会と一緒のときに会費をとる

ので、 そのような誤解をするのでしょうが、 これが別々なら誤解を受けることはないはずだといっ

ている。

これに類する自治省の解釈では、 はっきりと違反でないと回答が出ているが、 われわれは、会費

1,000円の中に報酬を含んでいるという結論を出したいと頭を悩ましているところです。

豊田副会長 安全協会の問題は、 いろいろ調査しているが、 法違反という決定的なものが未だに得

られないので、 今後も問題点として引き続きやっていきたいと考えています。

中川代議員 (札幌) 建設業許可申請書に事務所名 (作成者) の記載欄を設けることと、 何でも代

行社がチラシをまいているので、 本会での対応を要望します。

第 2 号議案
米倉代議員 (十勝)

貸付金関係
行政書士会と政治連盟の会員は、 求める利益が同じであるということで混同

e

任をとることだと考えている。

責任のとり方は、 政達会員である皆さんと相談をして明らかにして行きたいので、 今しばらく時

間を貸してください。

三井代議員 (旭川) 監査報告の中に、 一部の者に押し切られたという推測の言葉が入ったなかで
｢泣いて馬しょくを切る｣ と言われたように思うが、 もう一度お聞きしたい。

黒島副会長 いろいろ討議をいただいており、一部の者に押し切られたという事実はなかったが、
一部の者が強引に理事の皆さんに押し付けたという誤解を与えたとすれば、 謙虚に反省して今後の
運営に十分注意をしていきたい。

豊島代議員 (空知) さきほど監事から詳細に報告があったことでもあり、 少々申し上げにくいが、
結論からいうと、 政運への貸し付けに私は賛成したい。

その理由は、 政運には行政書士全員の加入が原則であるのに任意加入などと言っているのが、 そ
もそもの誤りであると思う。 私どもが、 これまで業務の獲得に努力してきた車庫証明問題も好転し

てきていると聞くが、 相手方が強硬であるのは、 相手方の政治力が強いからだといって過言ではな

い。 これに対抗するには力であり、 数であり、 そのためには、 行政書士全員が政連会員でなければ

ならない。

政連活動による恩恵には行政書士全員が浴する結果になるので、 強制加入にすべきであり、任意

加入では負担公平の原則に反する。

これからも政治連盟のやることは沢山あり、 自動車登録書土法の問題など、解決していかなけれ

ばならない問題が山積している。

黒島副会長 政治連盟の会議と一緒になったような感じで大変に恐縮ですが、 監事指摘のように政

運と書士会との関係を正しく理解し、 ご発言のあったように全員が政達に加入する方向でお願いし

ますが、 政連支部としても分会長のご協力をいただいて 100パーセント加入を目指していくことが

質問の趣旨に沿うと理解しており、 担当役員の一人として頑張りますのでご了承ください。
前田代議員 簡-l略) 政運に貸し付けた 280万円が回収されても、 59年度分の政達会費の納入期が

またすぐくるのに、 その場合にどうするのか、 会長が立替えて返済した 280万円を会長一人に背負

せてしまうのではないか。

黒島副会長 昭和59年度も、また同じことをするのではないかとご心配のあまりのご質問と思うが、
政運の会費は政連加入者分の会費のみを原則に従って納めることにするので、再び書土会に借り入れ

をすることはないことを断言し、 59年度以降については、 政運が書士会に対して絶対に迷惑をかけ

るようなことはしないと決意しているので、 何分のど協力をお願いしたい。
辰屋支部長く釧路) 貸す側の協議はしているが、 借りる方の正式協議がない。 会長一人がその責

任で返還していることに疑問があるので、 その点を明確にしておくべきではないか。
黒島副会長 (日政連道支部長) 借りる立場の政運の協議がなかったのは事実です。後日、 改めて

政運の会合を開いて明らかにしたいが、政達のことは政連の組織の中で考えたいので了承願いたい。

されたと考える。両団体は、 別個の組織であり、 各団体の手続きに基づいて行なうべきであるのに

このような問題を行政書士会の機関で討議したことに疑問がある。 今後は十分注意してやってほし

い o

次に、 中野監事の報告について会長はどのような考えをもち、 また、 今後はどのように対処する

のか伺います。

葛西会長 私どもは、 監事の指摘を謙虚に受けとめており、 今後は政達と本会は完全分離して進め

ていきたい。また、 組織の違いを十分認識しながら間違いのない運営を図る所存です。

永沼代議員 (旭川) 間違いを起したことも、 今後誤りのないようにすることもよく分ったが、責

任の所在を伺います。

黒島副会長 政連支部長の立場で責任をもって借用したので、280万円を政運の責任で返すことが責
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辰尾支部長 (釧路) 支部長会や理事会で協議をしてやったことだから、 支部長と執行部で責任を

もって解決し、 行政書士会にも、 政達にも迷惑をかけないと報告すればそれで終ると思うが、 会長

の回答をお願いする。

倉代議員 (札幌) 政連活動の利益は享受するが、 義務は履行したくないと思えてならない。 行

政書士全員が政連に加入すべきだ。 監事の報告の中には個人攻撃が強すぎるよう!と思う。監事が政

運に加入していないなら考え直す必要がある。

(議長暫時休憩を宣す。 )

細木監事 監査は厳正公平に実施し、 監査報告も個人攻撃はしていない。 なお、 監事は全員政連に

加入し、 会費も完納している。

=翳長 第 2号議案の貸付金については、 いろいろ討議したが~ この問題については、 本総会で-‐…【 " 一“……- ^‐‘一. ･ 一 …‐ ‐ ′‐ ′……一一一" ･ 一 - “･…‐ -‐-‐ ‐…【一
理説
　　決定すべきことと、 政運が決定すべきことが絡み合っているので、 政治連盟が会長から借りた金に

ついては、 一日も早く会長に返済することを勧告し、第 2号議案の質疑は打ち切ります。

第 3号議案 昭和58年度決算関係
佐々木代議員 (札幌) 本会の経理は、 公益法人経理要領によって複式簿記を採用すべきではない

かo

日向寺副会長 検討してみたい。

古山代議員 (函館) 監査報告を拝聴して、 異様な感を受けたが、 当会の古い歴史の中でもかって

なし表現をしており、何か執行部と監事との間にコミュニケーションに欠ける点があるように思う。

特に監事のご苦労には感謝をし、 中野監事の勇気ある監査報告を高く評価する。

当支部は、 いささかも協力を惜しむものではないので、 今後ともご指導、 ご支援をお願いする。

第 5号議案 会則改正関係
中川代議員 (札幌) 会則第53条第 3項を改正して、 綱紀委員は代議員を兼ねられるようiとしてほ

しい。

渡辺総務部長 今後の課題として検討する。

第 6 ~ 8 号議案 昭和59年度事業計画及び昭和59年度予算関係
堀口支部長 く十勝) 本会役員の選出方法は、 各支部において予め適任者を推薦し、 その推薦状を

有する者の中から選考するように要望します。

堂前代議員 (札幌) 行政書士は、 単独資格ではなかなか食べられないと聞いているが、 それをゐ･

まえて組織の中で業務誘致を考える必要があると考える。 そこで、 業務研修部の専門部は業務の勉

強もするが、 一歩進めて業務誘致の方策も研究する組織にしてはどうか。

佐藤業務研修部長 真剣に、 前向きに検討したい。

豊島代議員 (空知) 食協が風俗営業の申請書や図面の作成をしている事例がある。 これは行政書

士が積極的にこの業務をやっていれば、 このようにはならなかったと思っている。
今回、 風俗営業取締法が改正され、 環境衛生協同組合に風俗営業に関する一部の事務を行なわせ

ることになっている。

貸金業協会のように協会が指導的立場に立って、 あらゆる業務を取り扱い、 環境衛生協会なるも

のが食品衛生協会のようにならないように本会の対応を要望する。
佐々木監察部長 真剣に取り組みたい。

野際代議員 (十勝) 行政書士の職域を守り、 業務の改革を目的として監察活動の専従者をおくつ
もりはないか。また、 行政書士個々がユーザーを対象として車庫証明のピーアール (業界紙、 団体

“
機関紙、 チラシ、 新聞広告など) をしても差し支えないか。 これは既存の車庫証明センターとの関

連もあると思うので、 このことを含めて若干の解説を加えて回答してほしい。
豊田副会長 監察活動のために専従者をおくことは無理だが、 将来に向って検討したい。 行政書士

のピーアールについては、 基本的には個人名で業務の宣伝をすることは自由です。 ただ、 車庫証明

の業務はセンターとの関係があるので、特別委員会において検討のうえ、 その指示にしたがってほ
しいものです。

本間代議員 (札幌) 第 1点は、 監察部長に車庫証明と自動車登録業務を法人、ディーラー、整備工

場でやっているのは法違反ではないか。

第 2点目、 車庫証明対策特別委員会の委員長は、 中央情勢によって対処するとのことであるが、
今後の取り組み方を伺いたい。

また、 57年度における本道車庫証明の申請件数の総数との比率では、 68年度中のセンターで取り

扱った件数は、その 0.砂で一セントにす ぎないが、 こう した現 状を 認識 して いるか尋 ねた い。
第 3点は、 会長に伺いますが、車庫証明は7年もかかっており、 われわれが始めてからでも5年

譜 e かかっているo ゎれゎれは一所懸命になったが･ みんなつぶれて何10万円もフィになった責任を問

いますよ。 そこで聞きたいのは、ディーラーなどのやっていることが違反なら告発すればよいのに、
どうして自販連に頭を下げて頼む必要があるのか伺いたい。
早坂代議員 (札幌) 本会として車庫証明問題でどのような働きかけをしたか。 次に車庫証明を警

察署の窓口で修正する際に、ディーラーは三文判を使っているのに、 行政書士が職印で直すのは駄目

だといわれている。 行政書士は代理権をもって仕事をしているのであるから、 職印で出来るよう

に思っている。 これは一例だが、 こうした実効性のある問題について折衝してほしい。

また、 会長は知事と会って行政書士の事情を話し合ったことがあるか伺いたい。 行政書士法の違

反行為者をどうするのか。

佐々木監察部長 ディーラー、整備工場などで車庫証明業務をやっているのは行政書士法違反です。
葛西会長 自販連の本部では、先般運輸省、通産省、 警察庁に呼ばれて合意確認後約7 年になろう

としているのに、 なぜ、 合意確認のとおりやらないのかと強い指摘があったので、 4 月 19 ･ 20日に理
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事会、 専務理事会などを招集して合意確認書を実行に移すことを決め、 5月 2日に傘下の自販連各

支部に対し、 行政書士会と話し合いをして正常な業務を行なうよ効こと指示している。

具体的にいうと、 セールスマンは車庫証明を書かないこと、 ユーザーが直接書くようにすずめな

さい、 ユーザーが書かないものは行政書士に依頼するという内容になっている。

日行連と自販連とは折衝を繰り返してきたが、 自販連本部の折衝相手も変わって常任理事の担当

となり、 本腰を入れて取り組んできている。 6月の総会終了後には、 日行連と自販連本部との間で

協議書を取り交わす手筈になっているので、 本会でももう一度各自販連支部と会合し、 打ち合わせ

をする。 自販連の各支部では本部からの指示により、 その準備も進めており、ユーザーの書かない

ものは全部行政書士に依頼されることになるものと思う。

万一、 このことで違法な行為がある場合には、 日行運と自販連本部との間で協議をし、 正常な姿

に戻すことを確約されている。

車庫証明問題については、 私はもちろん、 特別委員会の委員長、 委員がたとも折衝にあたり、 少

しでも多くの仕事が来るよう努力するので、 ご理解とご協力をお願いする。

なお、 知事には未だお会いしていない。

本間代議員 (札幌) 協議書の内容は配布してもらえますか。

葛西会長 日行運、 自販連本部からそれぞれの傘下団体に通知することになっているので、協議書

という名称になるかどうか分らないが配布できると思う。 それから自動車登録の問題は、 中古販で

は新車のような登録センターはつくらないので、 中古車の登録は行政書士に頼むということで話し

合っている。 中古販の折衝は8月頃に見通しがつくものと考えている。

日向寺副会長 早坂代議員のご発言の中に代理権とありましたが、 行政書士は提出代行ということ

で代理権は与えられていない。 (職印で修正することは許されない)

本間代議員 (札幌) 車庫証明業務をディラーなどがやっているのは違反だといっておきながら、

それらと話し合うのは変則ではないか、違反事実を新聞などで大々的にP R してはどうかo

次に、 仕事がくる見通しがついたことは大変結構ですが、 受け入れ態勢を十分とるには全会員に

やらせるか、それが出来ないなら若い行政書士に積極的に仕事をやらせることを考えてはどうか、

委員長の考え方を伺いたい。

日向寺車庫証明対策特別委員会委員長 受け入れ態勢の充実については、 今後委員会において十分

協議する。

早坂代議員 (札幌) 行政書士は法律上認められた資格者であるから、 行政書士の作成した書類は

真実であるとの認識のもとに警察の現地調査を省略するようにしてほしい。

葛西会長 私も同感で、 現地調査が省略されると証明が早く出るので、 ユーザーもディーラー萄行政

書士にとってもメリットがある。 この問題は今後の課題として特別委員会とも協議を重ねたい。

安保支部長 (函館) ディーラーの雇用書士が発生すると思うが、これをどう防止するか、 自販連で

は自動車登録士法の立法化に猛運動をしていると聞くが、 これに対する反対運動の用意があるか。

藝 ◎

雇用書士の排除は法改正をして名文化しなければ困難と思うが、 本会の考え方をお聞きしたい。
次に本総会で感じたことを述べたいが、 第一に、 監事と執行部とのコミュニケーションがうまく

いっていないように思う。第二に、このことは監事間でも同様に思う。 特に監事に要望したいのは、
3入の監事が一致協力し、 わが会の発展と円滑な会務の運営のために積極的に指導にあたっていた

だきたい。

渡辺総務部長 雇用書士問題については、 会長の説明にありましたように、 自販連との話し合いの

中で、絶対にさせないということですからご理解ください。

次に自動車登録士法の立法化阻止については、 全力を挙げて反対してきたことはご承知のとおり

であり、国会議員で結成されている行政書士を励ます会、 議員連盟を通じていろいろお骨折りを願っ

ているのでご了承ください。

黒島副会長 雇用書士の問題は、 総務部長から説明のとおりですが、 車庫証明業務を完全にわれわ

れの手中に納めることを前提にしてのご意見と思うので、 中央での折衝の過程をみながら、 あわせ

て安保支部長のご発言の趣旨を理解し、 かつての自動車登録問題の苦い経験を繰り返さないように

執行部が一丸となって対応するので、 私どもの決意のほどを述べ答弁とします。

三井代議員 (旭川) 会報こそ各書士との連絡の緊密化を図る最大のものと思うので、 現在の隔月

発行を毎月発行する。諸会議の出席者、議事の内容、 発言者とその内容を会報に掲載することによっ

て会員が本会の動きを常に身近に把握できるようにし、 同時に日行連の動向も掌握できるようにし

てほしい。

橋本企画部長 現在会報の編集は企画部から3名と事務局が加わって相当な精力を注いでいる。 こ

れを毎月発行に改めるとすれば、 専任職員をおかなければならないし、 印刷費、 通信費のこともあ

るので予算上毎月発行は不可能である。

次に諸会議の議事内容の詳細や日行連の動きも入れてほしいというご意見ですが、 これは大変な

作業であって、 全国的にも諸会議の内容まで会報に掲載しているところはなく、 せっかく苦労して

掲載したところで会員の実益にはならないと考える。

さらに、すべての会議記録を発表することになれば、 会議運営上の弊害も出てくるように思える。
日行連のことは日行連の会報で、 本会は隔月発行で16ページ程度のものでご了承ください。
三井代議員 (旭川) 了承。 毎月発行が困難なら、 諸会議のあらましを簡単に載せてほしい。 作業

が大変ならパートを頼むことも考えてほしい。

高谷代議員 (函館) 道から補助金を受けることによって何らかの規制を受けることは当然と思う

が、 本会ではどのように対処するのか伺いたい。

日向寺副会長 現在、本会が道の補助金を受けている根拠は、 行政書士法第15条第 2項の規定によっ

て行政書士会の重要な事務になっている会員の業務研修、 これに力を注いでほしいことを期待し、
業務研修を振興する意図で監督庁から補助金が出ているわけです。

先ほど、 細木監事の報告の中にもあったように、 行政書士会は補助金の有る無しにかかわらず、
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業務研修を実施しなければならない法律上の責務があるので、 補助金をいただくことは本会にとっ

てメリットがあるだけではなく、本会の地位が評価されているものとして一つの誇りを感じている。

この反面、 補助金をもらわないとやっていけないのかという意見も一方にあろうかと思いますが、

いずれにしても補助金の将来はどうなるのか不透明です。 本年度は、 道の財政事情により一律 1割

カットの線が出て30万円減の260万円になったが、 業務研修は会としてどうしても続けなければな

らない事業になっているので、 補助金をいただける内は遠慮なくいただいて、 その代りにしっかり

した事業をやっていく、 この姿勢を崩したくないと考えています。

千頭代議員 (札幌) 支部交付金の算定方法に大支部も小支部も同じ割合で算定され、公平を欠く

点があるので考えてほしい。

本間代議員 (札幌) 会費値上げは、 引上げなければならない理由があれば、 やむを得ないと思っ

ている。 ただ、 支部交付金は不公平にならないように算定してほしい。

日向寺副会長 支部交付金の配分方法は、 かつて監事勧告により地方交付税方式のように合理的な

配分方法を採用するようにと指摘を受け、 現在の算定方式に至っているが、 その後数年を経たので

見直しの時期に来ていると考えて、今年度検討することを計画に入れているので了承してほしい。

大滝代議員 (札幌) 行政書士の業務内容を 500万円ぐらい投入して、 大々的に外部に向けて一般

住民に宣伝してはどうか。

中川代議員 (札幌) 札幌支部では、 電話局と相談して電話帳の職業欄に行政書士の部を設けて掲

載することになり、 当支部はその見出し欄に広告することを計画している。各地方によって多少の

差異はあると思うが、 そうした場合に本会名を併記することが広報活動として効果的と思うが、 ど

うであろうか。

橋本企画部長 前年度は10万円ちょっとで新聞広告を出しているが、 これは前年度実施事業の反省

の中で、 1日だけの広告よりも大衆の出入りする公衆浴場、 デパートなどにポスターを掲示した方

が効果的であるということになった。 本年度は、 これとは別に会員の宣伝用チラシも新しいものを

作りたいと考えて準備を進めている。

電話帳の広告は、 前回の支部長会の議題になったので、各方面の資料を集めて検討しているところ

です。

大滝代議員 (札幌) 新聞広告で大々的に業務の宣伝をする気がないかどうか会長に伺いたい。

黒島副会長 会長に代わって申し上げますが、 宣伝広告に巨費を投入したとしても、すべての行政

書士が等しく業務を処理できるかどうかという点にも考えをおき、 今後慎重に検討したいと考えて

いる。

大滝代議員 (札幌) 今後、 広報活動には予算を十分にとって、 効果的な活動をするようにしてほ

しい。

佐藤業務研修部長 行政書士は、 自ら道を成すという心構えで、 行政書士それぞれが自らの努力に

よって開拓することが大切であるように思うので、 私どもも大いに研究して皆さんの期待に沿うよ

(妻 ◎

う努力する。

三井代議員 (旭川) 昨年の総会で、 旭川支部が提案した会議費の節減は理事会、 常任理事会、 支

部長会に限って節減のあとがみられるのでその努力を評価するが、 本年度予算が一挙に160万円も

増加している理由を知りたい。

また、 第23回定時総会で旭川支部が提案し、 会長答弁のあった会議回数の削減または合理化につ

いて説明を求めます。 次に総じて他の会議の回数と会議費が目立っているが、 効率化、 合理化の具

体策を説明してほしい。

日向寺副会長 理事会、 常任理事会、 支部長会を合わせ会議費が160万円増加したのは、 国鉄運賃

8.2パーセントアップ、 支部長会は年 4 回のうち 2 回を 1 日半にしたこと。 これは、 せっかく集っ

ても支部間の情報交換もできないということから、 時間を十分とって自主的な打合せもできるよう

に予算措置をした。 さらに、 理事会も従来の半日会議では意をつくせない面もあるので原則として

1日の会議を見込んで算定した結果 160万円の差になったもので、 会議時間の延長、 日数増加によ

る昼食費、 会場倍上料、 日当または宿泊料が増嵩することになるが、 会議を有効に行なうためには

若干の予算増はやむを得ないと考えます。

もっとも、 前年度の予算は改選前の役員を基礎にして算定し、 本年度予算は改選後の役員構成に

より積算しているので正確な比較は無理ですが、 会議のもち方の改善で約73万円、 構成メンバーの

変化で約30万円、 会議雑費の増加が国万円、 合わせて163万円位になっている。

次に第23回総会時において旭川支部からの会議を減らせというご意見に対応しては、 例えば常任

理事会を午後 1時から、 翌日午前lo時から理事会、 午後は支部長会という開催方法で常任執行部の

旅費3回分を 1回に節減するというやり方で進めてきた。 しかし、 こうした方法には弊害も伴ない、
例えば、 各支部長が一堂に会しているのに、 支部間の情報交換をする時間がない、 理事会でも時間

の制約があるので発言も乏しくなる。 それに常任執行部と事務局については丸 2日間の会議の準備

や後の整理で疲労の度合いも濃く、 特に常任執行部の中には遠方からこられる方は4日間もつぶれ

るので、 土日に会議をする、 事務局は代休をとることもできないといった状態になるわけです。

今後も、 議題によっては半日会議も連続会議もやるようにしたいと思いますが、 それにも限界が

あるので、ゆとりのある予算をくんだ次第です。

なお、 その他の会議費も目につくということですが、 昨年はいろいろの問題があって打ち合せ会

議が多発したので、本年度予算はそのようなことがあっても対応できるように積算したわけですが、
執行にあたっては節減を心がけるつもりですからご了解ください。

宮下支部長 (網走) 280万円の貸付金はすでに返済されているので、 予算を修正してはどうか。
日向寺副会長 ご趣旨はよく分りますが、 ここで予算を修正しなくても執行には支障がないので、
これはこのままにしてご承認願います。
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